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令和４年３月愛荘町議会定例会会議録 

 

令和４年３月１０日（木）午前９時００分開会 

議 事 日 程（第１号） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 町長提案趣旨説明 

日程第 ４ 一般質問 

日程第 ５ 同意第 ２号 愛荘町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

日程第 ６ 同意第 ３号 愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて 

日程第 ７ 同意第 ４号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

日程第 ８ 同意第 ５号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

日程第 ９ 同意第 ６号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

日程第１０ 同意第 ７号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

日程第１１ 同意第 ８号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

日程第１２ 同意第 ９号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

日程第１３ 同意第１０号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

日程第１４ 同意第１１号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

日程第１５ 同意第１２号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

日程第１６ 同意第１３号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ
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いて 

日程第１７ 同意第１４号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

日程第１８ 議案第 １号 愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

日程第１９ 議案第 ２号 令和３年度愛荘町一般会計補正予算（第９号） 

日程第２０ 議案第 ３号 令和３年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算（第

１号） 

日程第２１ 議案第 ４号 令和３年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４号） 

日程第２２ 議案第 ５号 令和３年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第２号） 

日程第２３ 議案第 ６号 令和３年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第２４ 議案第 ７号 令和３年度愛荘町下水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第２５ 議案第 ８号 令和４年度愛荘町一般会計予算 

日程第２６ 議案第 ９号 令和４年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算 

日程第２７ 議案第１０号 令和４年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算 

日程第２８ 議案第１１号 令和４年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計予算 

日程第２９ 議案第１２号 令和４年度愛荘町介護保険事業特別会計予算 

日程第３０ 議案第１３号 令和４年度愛荘町下水道事業会計予算 

 

本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第３と日程第５から日程第３０ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１ 議提第３号 ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議 

 

出席議員（１３名） 

    １番 久保田 正 利 君         ３番 中 川 喜代和 君 

    ４番 澤 田 源 宏 君         ５番 村 西 作 雄 君 

    ６番 森 野   隆 君         ７番 上 田 太 治 君 

    ８番 髙 橋 正 夫 君         ９番 外 川 善 正 君 
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   １０番 河 村 善 一 君        １１番 瀧   すみ江 君 

   １２番 竹 中 秀 夫 君        １３番 辰 己   保 君 

   １４番 村 田   定 君 

欠席議員（１名） 

    ２番 小 菅 久 宣 君 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長  有 村 国 知 君  副 町 長  中 西  功 君  

教 育 長  徳 田  寿 君  教 育 次 長  上 林 市 治 君  

福 祉 政 策 監 
兼ワクチン接種推進室長  

 森 まゆみ君  みらい創生課長  西 川 傳 和 君  

経 営 戦 略 課 長  生 駒 秀 嘉 君  人 権 政 策 課 長  藤 居 祐 司 君  

税 務 課 長  北 村 章 夫 君  住 民 課 長  阪 本  崇 君  

福 祉 課 長  田 中 孝 幸 君  健 康 推 進 課 長  木 村 美 紀 君  

子ども支援課長  北川三津夫君  商 工 観 光 課 長  藤 野 知 之 君  

建設・下水道課長  羽 田 順 行 君  農林振興課参事  山 本 拓 也 君  

 

事務局職員出席者 

議会事務局長  徳 田 郁 子  書 記  伊 谷 一 真  
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開会 午前９時００分 

◎開会の宣告 

○議長（村田 定君）  皆さん、おはようございます。本日は早朝から御苦労さまで

ございます。着座にて失礼します。 

 小菅久宣議員より欠席届が出ていますので、御報告いたします。 

 また、青木総務政策監より欠席届が出ていますので、報告をいたします。 

 ただいまの出席議員は１３名で、定足数に達しております。よって、令和４年３月

愛荘町議会定例会は成立いたしましたので、開会いたします。 

 

◎開議の宣告 

○議長（村田 定君）  これより本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程の報告 

○議長（村田 定君）  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 また、会期日程は、さきに配付のとおりです。 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（村田 定君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、４番 澤田源

宏君、５番 村西作雄君を指名します。 

 

◎会期の決定 

○議長（村田 定君）  日程第２、会期の決定についてを議題にします。 

 お諮りします。今期定例会の会期は、本日から３月２４日までの１５日間にしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  異議なしと認めます。よって、会期は本日から３月２４日ま

での１５日間に決定しました。 

 

◎町長提案趣旨説明 
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○議長（村田 定君）  日程第３、町長提案趣旨説明を求めます。町長。 

〔町長 有村国知君登壇〕 

○町長（有村国知君）  おはようございます。令和４年３月愛荘町議会定例会の開会

に当たり、御挨拶を申し上げます。 

 このたびの愛荘町長選挙におきまして、町民の皆様から大きな御支援を賜り、２期

目の町政に当たらせていただくに当たり、輝く清々しい愛荘のまちづくりを町内の皆

様と一層前進させていくとの思いを新たにいたしております。さきの町議会議員選挙

において、町民の皆様からの御期待を託された議員の皆様と力を合わせ、町政の発展

に尽力してまいる所存です。提出いたしました諸案件の説明に先立ち、２期目に当た

っての所信の一端を述べさせていただきます。 

 私がまちづくりにおいて力点を置くのは、時代の潮流や変化を捉えながら、町の更

新、アップデートに機敏に努めていくこと、町の持続可能性を高めること、情報発信

力を高めること、町のブランド力を高めること、そして、何より地域において大切な

仲間や家族、友人とより笑顔多く、安心して心豊かに１年１年、年を重ねられるよう

にしていくことです。このような思いを基に、愛着と誇りを感ずる愛荘町の実現に向

けて、施策の前進に努めてまいります。 

 現下の国際情勢について少し触れます。ウクライナにロシアが侵攻し、連日、現地

からの報道が続いています。まさに国家の主権が試され、危機に瀕する日々が続いて

います。 

 私が町長職をおあずかりしているこの４年の間にも、中国による香港での国家安全

維持法による一国二制度の転換、高度の自治の終焉がありました。自由で活気に満ち

あふれていた在りし日の香港の姿はなく、私が知っていた１つの地域のありようや住

民文化が、このように力によってなくなるんだという恐怖の感覚を持ったことをはっ

きりと覚えています。 

 今日、専制国家の力による現状変更の試みを現実として私たちは見、また、その脅

威にもさらされてもおり、その脅威に対し、やはり主権を守り抜くのは国民国家であ

ります。その享受を発揮し得ない主体を救ってくれるどこか、誰かの救世主や世論は

ないのです。より地域を守る、国家を守る、国家を発展させるのは、他の誰でもなく

自分たちだという意志を持った個の総数が多ければ多いほど、その地域や国家は安定

すると考えます。 
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 私たちが日々直面するのはあくまで町内の出来事ですが、この原理はまさに当ては

まります。よその誰かが救ってくれるのではなく、私たちが、私ごととして課題に向

き合い、また、心豊かに生を享受したいと願うのであれば、それにふさわしい力量や

魅力、持続可能性や発展性を養う努力もせねば、町の暮らしを守れないとも思います。 

 人間という生き物は、大変力強い、美しい生き物だと思います。美しくさせている

のは、生き抜くという意志、優しさ、希望、仲間、つながりだと思います。ともする

と、誰かが補助をしてくれる、助けてくれる、何とかするのは私以外の誰かという世

相が今日多く見受けられることに危機感を感じています。皆がそのような発想になっ

てしまっては、非常に脆弱な社会となってしまいます。だからこそ、私は矜持や公益

に資する生き方をたたえる愛荘の町の姿に向け、力強く皆様と歩んでまいりたいと強

く思っております。そして、本当に助けの手を必要とされる方に力強く温かい手を差

し出し、共に歩む町でありたいと願っています。 

 この感染症も２年近くとなりました。この間、私は字のつながりや活動こそが町の

活気に直結するとの思いから、字運営に汗をくださっている区長様、役員様に直接お

目にかかってまいりました。やはり皆様、大変な御努力をしてくださっていました。

頭が下がります。心からの敬意と感謝を申し上げます。 

 やはり、地域において大切なのは、日々の暮らしにおける接点です。それゆえ、こ

れからの数年で皆様と私が取り組みたいのは、「日々の暮らしを笑顔につなげる絆を取

り戻そう」、繰り返します、「日々の暮らしを笑顔につなげる絆を取り戻そう」という

スローガンと行動です。町内の何げない日々の暮らしには、おはよう、こんにちは、

今日もお疲れやったねという挨拶がありました。そこで生まれる会話や心遣い、そし

て笑顔がありました。つながりによって、人は社会の中で共に生きている実感を感じ

られます。再び地域の、社会の、団体の仲間の絆を取り戻すという大切な課題に、力

強く、意志を持って皆様と取り組んでいきたいと思っております。 

 さて、今期定例会に御提案いたします議案につきまして御説明を申し上げます。 

 人事案件１３件、条例案件１件、令和３年度補正予算案件６件、令和４年度当初予

算案件６件の合わせて２６案件を御提案させていただきました。 

 まず、人事案件１３件です。同意第２号 愛荘町監査委員の選任につき同意を求め

ることについて。現委員の任期満了に伴い、新たに選任同意をお願いするものです。

任期は、令和４年４月１日から４年間でございます。 
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 同意第３号 愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて。こち

らも、現委員の任期満了に伴い、新たに選任同意をお願いするものです。任期は令和

４年４月１日から４年間でございます。 

 同意第４号から１４号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて。現委員の任期満了に伴い、新たに任期の同意をお願いするものです。任期は令

和４年４月１日から３年間でございます。 

 次に、条例案件１件です。議案第１号 愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例につきましては、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法の

一部改正に伴い、所要の改正を行うものです。 

 続いて、令和３年度補正予算案件６件です。各事業の実績及び実績見込みによる補

正が主なものでございます。 

 議案第２号 令和３年度愛荘町一般会計補正予算（第９号）ですが、歳入歳出それ

ぞれ１億４３万円を増額し、総額を１１３億６９５万３,０００円とするものでござい

ます。また、令和３年度から令和４年度への繰越明許費といたしまして、住民税非課

税世帯等臨時特別給付金給付事業９,３００万円、福祉センター愛の郷空調設備改修事

業６,９４５万４,０００円、西部地域土地改良事業基本構想策定事業３９６万円、町

道長寿命化修繕計画策定事業１,０００万円、町道橋梁維持修繕事業３,５００万円、

生活環境整備対策事業６５０万円をお願いするものでございます。 

 議案第３号 令和３年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算（第１号）です

が、歳入歳出それぞれ８４０万円を追加し、総額を８４１万円とするものでございま

す。 

 議案第４号 令和３年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）です

が、歳入歳出それぞれ１億２,８２７万５,０００円を追加し、総額を１９億１,２３６

万８,０００円とするものでございます。 

 議案第５号 令和３年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）で

すが、歳入歳出それぞれ７０１万６,０００円を追加し、総額を２億１,１１７万２,

０００円とするものでございます。 

 議案第６号 令和３年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）ですが、

歳入歳出それぞれ１,８８５万５,０００円を追加し、総額を１５億５,５７８万８,０

００円とするものでございます。 
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 議案第７号 令和３年度愛荘町下水道事業会計補正予算（第３号）ですが、収益的

収入として１,２９５万５,０００円の減額、収益的支出として１,２７７万５,０００

円の減額、資本的収入として２,７３３万９,０００円の減額、資本的支出として２,

７３３万８,０００円の減額とするものでございます。 

 次に、令和４年度当初予算案件でございます。予算規模につきましては、一般会計

１１０億９,４００万円で、持続可能な行政運営に向けて財政健全化に取り組む一方で、

愛知中学校大規模増改築事業など将来への投資が増加したことや、地方債の償還元金

が増加したことにより、前年度当初比１１億２,５００万円の増加となりました。一般

会計と特別会計を合わせた予算規模は１４７億５,０５３万８,０００円となり、前年

度当初比１２億８,３５２万円増加、また、下水道事業会計は１８億６,０８４万５,

０００円で、総予算規模は１６６億１,１３８万３,０００円となりました。限られた

財源の中で、令和４年度においては第２次愛荘町総合計画前期基本計画の最終年であ

り、総合計画に基づく町の重点戦略を実行していくための予算編成を行ったところで

す。 

 以上の案件を令和４年３月愛荘町議会定例会に提案させていただきました。何とぞ

慎重な御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案趣旨の説明と

させていただきます。 

 

○議長（村田 定君）  お諮りします。日程の順序を変更し、日程第４、一般質問を

日程第３０、議案第１３号の次に行いたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  異議なしと認めます。よって、日程の順序を変更し、日程第

４、一般質問を日程第３０、議案第１３号の次に行います。 

 

◎同意第２号の上程、説明、採決 

○議長（村田 定君）  日程第５、同意第２号 愛荘町監査委員の選任につき同意を

求めることについてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。町長。 

〔町長 有村国知君登壇〕 

○町長（有村国知君）  それでは、同意第２号について説明をさせていただきます。 
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 同意第２号議案は、愛荘町監査委員の選任につき同意を求めることについてでござ

います。 

 現代表監査委員でございます山本憲宏氏が令和４年３月３１日で任期が満了するこ

とから、新たに辻井弘子氏を愛荘町監査委員にお願いするもので、地方自治法第１９

６条第１項の規定に基づきまして、町長が議会の同意を得て選任することからお願い

するものです。 

 住所、生年月日は議案書に記載のとおりであります。辻井弘子氏は平成３１年３月

まで滋賀県職員として勤務され、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で効率的

な事務処理に理解があり、地方自治法の財務管理事業の経営管理、行政運営に優れた

識見を有しておられ、適任と考えております。 

 任期は令和４年４月１日から令和８年３月３１日まででございます。何とぞ御同意

いただきますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（村田 定君）  本件を含め、１３件の人事案件の質疑、討論を省略しますが、

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  異議なしと認め、質疑、討論を省略します。 

 これにより、同意第２号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（村田 定君）  起立全員であります。よって、同意第２号 愛荘町監査委員

の選任につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しました。 

 

◎同意第３号の上程、説明、採決 

○議長（村田 定君）  日程第６、同意第３号 愛荘町公平委員会委員の選任につき

同意を求めることについてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。町長。 

〔町長 有村国知君登壇〕 

○町長（有村国知君）  同意第３号について説明をさせていただきます。 

 同意第３号議案は、愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて

でございます。 
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 現委員でございます北村太一郎氏が令和４年３月３１日で任期が満了することから

再任をお願いするもので、地方公務員法第９条の２第２項及び愛荘町公平委員会設置

条例に基づきまして、町長が議会の同意を得て選任することから、お願いするもので

す。 

 住所、生年月日は議案書に記載のとおりであります。北村太一郎氏は、滋賀県職員

として勤務され、人格高潔で、地方自治や人事行政などに識見を有しておられ、適任

と考えております。 

 今回、３期目をお願いするもので、任期は令和４年４月１日から令和８年３月３１

日まででございます。何とぞ御同意いただきますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（村田 定君）  人事案件につき、質疑、討論を省略し、これより、同意第３

号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（村田 定君）  起立全員であります。よって、同意第３号 愛荘町公平委員

会委員の選任につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しまし

た。 

 

◎同意第４号～１４号の上程、説明、採決 

○議長（村田 定君）  日程第７、同意第４号 愛荘町農業委員会委員の任命につき

同意を求めることについてから、日程第１７、同意第１４号 愛荘町農業委員会委員

の任命につき同意を求めることについてを一括議題とします。 

 本案についての提案理由の説明を求めます。町長。 

〔町長 有村国知君登壇〕 

○町長（有村国知君）  同意第４号から同意第１４号までを一括して提案説明を申し

上げます。 

 愛荘町農業委員会委員の任命に係る人事案件でございます。愛荘町農業委員会委員

の任命につきましては、平成２７年の農業委員会法改正により、公選制から市町村議

会の同意を得て市町村長が任命する選任制に変更されております。 

 今回の改選、選任に当たりましては、法の趣旨にのっとり、推薦公募を実施いたし

ました。推薦公募の情報を整理し、公表いたしますとともに、その結果を遵守いたし

まして、今議会に任命の同意をお願いするものでございます。 
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 任期につきましては、令和４年４月１日から令和７年３月３１日までの３年間でご

ざいます。 

 まず、議案書３ページです。同意第４号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意

を求めることについてでございますが、次期委員に本田一雄氏を任命しようとするも

のでございます。 

 住所、生年月日は議案書に記載のとおりであります。同氏は、地元で農業組合長や

副組合長を歴任され、地域農業の振興に貢献していただいております。また、現在は

農業委員として４期目を務められており、経験豊富のため適任者と考えておりますの

で、同意をお願いするものでございます。 

 次に、議案書４ページです。同意第５号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意

を求めることについてでございますが、次期委員に北村一美氏を任命しようとするも

のでございます。 

 住所、生年月日は議案書に記載のとおりであります。同氏は、農協の女性部で地域

野菜の普及活動を通じて地域農業の振興に尽力されています。町の健康推進員として、

地産地消や地域の食文化の継承に取り組む中、小学生の農業体験の運営にも協力され

ておられます。また、女性農業委員として３年間御活動され、女性農業者のかけ橋に

尽力いただきました。就任していただくことで円滑な運営が期待できるなど、適任者

と考えておりますので、同意をお願いするものでございます。 

 次に、議案書５ページです。同意第６号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意

を求めることについてでございますが、次期委員に小林久米勝氏を任命しようとする

ものでございます。 

 住所、生年月日は議案書に記載のとおりであります。同氏は、旧町及び合併後の農

業委員や農協の役員などの経験を基に、地域農業の振興に尽力されています。自ら農

業経営をされながら、獣害や遊休農地対策など農地保全に強い意欲を持つなど、適任

者と考えておりますので、同意をお願いするものでございます。 

 次に、議案書６ページです。同意第７号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意

を求めることについてでございますが、次期委員に村川忠一氏を任命しようとするも

のでございます。 

 住所、生年月日は議案書に記載のとおりであります。同氏は、土地改良区など農協

の役員、各種団体の役員を歴任し、農業委員としても３年間活動された実績がござい
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ます。また、自らの土地や借入農地で、田畑の耕作に取り組まれるなど、周囲の信頼

も厚く、適任者と考えておりますので、同意をお願いするものでございます。 

 次に、議案書７ページです。同意第８号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意

を求めることについてでございますが、次期委員に宇野太佳司氏を任命しようとする

ものでございます。 

 住所、生年月日は議案書に記載のとおりであります。同氏は、町役場を退職後、そ

の知見と経験を基に、地元集落営農組織のリーダーとして事業拡大に取り組まれるほ

か、自らも農業経営をされておられます。また、農地利用最適化推進委員を歴任され、

３年間、農業委員として活動を頂いた実績がございます。地域農業の振興にも尽力さ

れるなど、信望も厚く、適任者と考えておりますので、同意をお願いするものでござ

います。 

 次に、議案書８ページです。同意第９号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意

を求めることについてでございますが、次期委員に須田 昇氏を任命しようとするも

のでございます。 

 住所、生年月日は議案書に記載のとおりであります。同氏は、農業委員を４期務め

られ、その活動経験は豊富で、この３年間については会長職を務めていただきました。

また、地元の農地所有者からの信頼も厚く、耕作放棄地の未然防止、解消など、地域

農業振興に尽力されていることから、適任者と考えておりますので、同意をお願いす

るものでございます。 

 次に、議案書９ページです。同意第１０号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同

意を求めることについてでございますが、次期委員に川口清美氏を任命しようとする

ものでございます。 

 住所、生年月日は議案書に記載のとおりであります。同氏は、長年、農協女性部に

て地域農業と食の大切さを次世代に伝える活動を行われており、その成果が認められ、

女性部の副部長を歴任されました。また、今年度から農協の役員に就任するなど、地

域農業者の信望も厚く、適任者と考えておりますので、同意をお願いするものでござ

います。 

 次に、議案書１０ページです。同意第１１号 愛荘町農業委員会委員の任命につき

同意を求めることについてでございますが、次期委員に小菅久宣氏を任命しようとす

るものでございます。 
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 住所、生年月日は議案書に記載のとおりであります。同氏は、旧町時代から通算で

６期、１６年にわたり農業委員を務められるほか、町内認定農業者の活動組織、農遊

倶楽部の会長としても、仲間とともに地域農業の振興に尽力されてきました。また、

地域農業の中心的な担い手となりながら、県の指導農業士として就農希望者の育成に

取り組んでおられ、地域農業者の信望も厚く、適任者と考えておりますので、同意を

お願いするものでございます。 

 次に、議案書１１ページです。同意第１２号 愛荘町農業委員会委員の任命につき

同意を求めることについてでございますが、次期委員に小泉勝敬氏を任命しようとす

るものでございます。 

 住所、生年月日は議案書に記載のとおりであります。同氏は、農協を退職後、本格

的に就農され、経営を拡大されています。地元の農業組合長として、地域農業の保全

や農地集積に取り組まれ、地域農業の振興に貢献いただいているなど、信望も厚く、

適任者と考えております。また、この３年間、農業委員を務められ、遊休農地対策や

農地の集積、集約化活動に尽力されておりますので、同意をお願いするものでござい

ます。 

 次に、議案書１２ページです。同意第１３号 愛荘町農業委員会委員の任命につき

同意を求めることについてでございますが、次期委員に北村正吉氏を任命しようとす

るものです。 

 住所、生年月日は議案書に記載のとおりであります。同氏は、地元農業組合法人の

発起人で、地域農業の中心的な役割を担われており、自らも農業組織の一員として農

業経営をされておられます。また、農地の保全活動や土地改良事業に尽力され、地元

の方からの信頼も厚く、適任者と考えておりますので、同意をお願いするものでござ

います。 

 次に、議案書１３ページです。同意第１４号 愛荘町農業委員会委員の任命につき

同意を求めることについてでございますが、次期委員に久保田九氏を任命しようとす

るものです。 

 住所、生年月日は議案書に記載のとおりであります。同氏は、平成２４年に農業経

営を法人化し、事業を拡大させる中で、耕作放棄地の解消や農地の集約化に尽力され

ておられます。県の指導農業士として、就農者の育成や地域農産物の価値向上など、

先駆的な取組で地域農業を牽引するなど、適任者と考えておりますので、同意をお願
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いするものでございます。よろしく御審議いただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（村田 定君）  人事案件につき、質疑、討論を省略し、これより、同意第４

号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（村田 定君）  起立全員であります。よって、同意第４号 愛荘町農業委員

会委員の任命につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しまし

た。 

 次に、同意第５号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（村田 定君）  起立全員であります。よって、同意第５号 愛荘町農業委員

会委員の任命につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しまし

た。 

 次に、同意第６号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（村田 定君）  起立全員であります。よって、同意第６号 愛荘町農業委員

会委員の任命につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しまし

た。 

 次に、同意第７号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（村田 定君）  起立全員であります。よって、同意第７号 愛荘町農業委員

会委員の任命につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しまし

た。 

 次に、同意第８号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（村田 定君）  起立全員であります。よって、同意第８号 愛荘町農業委員

会委員の任命につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しまし
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た。 

 次に、同意第９号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（村田 定君）  起立全員であります。よって、同意第９号 愛荘町農業委員

会委員の任命につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しまし

た。 

 次に、同意第１０号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（村田 定君）  起立全員であります。よって、同意第１０号 愛荘町農業委

員会委員の任命につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しま

した。 

 次に、同意第１１号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（村田 定君）  起立全員であります。よって、同意第１１号 愛荘町農業委

員会委員の任命につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しま

した。 

 次に、同意第１２号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（村田 定君）  起立全員であります。よって、同意第１２号 愛荘町農業委

員会委員の任命につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しま

した。 

 次に、同意第１３号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（村田 定君）  起立全員であります。よって、同意第１３号 愛荘町農業委

員会委員の任命につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しま
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した。 

 次に、同意第１４号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（村田 定君）  起立全員であります。よって、同意第１４号 愛荘町農業委

員会委員の任命につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しま

した。 

 

◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（村田 定君）  日程第１８、議案第１号 愛荘町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例を議題とします。 

 本案についての提案理由の説明を求めます。福祉政策監。 

○福祉政策監兼ワクチン接種推進室長（森 まゆみ君）  それでは、議案書１４ペー

ジ、議案第１号 愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申

し上げます。 

 改正の理由、要旨につきましては、別冊、改正条例等説明資料の１ページから４ペ

ージに掲載をさせていただいております。また、５ページから１８ページは新旧対照

表でございます。 

 改正条例等説明資料で御説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。今回の条例改正の理由でございますが、全世代対応型

の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、

令和４年４月１日から未就学児の均等割保険税の減額措置が講じられますことから、

本趣旨による国民健康保険税の減額を円滑に実施するため、愛荘町国民健康保険税条

例の一部について所要の改正を行うものでございます。この改正条例の要旨でござい

ますが、当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の最初の３月３１日以前

にある被保険者がある場合における当該被保険者に係る基礎賦課額の被保険者均等割

額は、当該均等割保険税額にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額とするものでござい

ます。各条文改正の詳細な内容につきましては、次の番号１から３ページの１８番に

掲載をしておりますが、字句の訂正や法律並びに条例の改正に伴う条項のずれなどを

除き、今回の改正の主たる改正点につきまして御説明申し上げます。 
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 該当するところは、２ページの６番になります。４ページの改正の主たる部分を御

覧ください。愛荘町国民健康保険税条例では、第２１条で国民健康保険税の減額につ

いて示しており、今回の改正により、この第２１条に新たに第２項を追加いたします。

その内容は、当該年度中の６歳以下のいわゆる未就学児に対し、第２項第１号で、均

等割の基礎課税額について、７割から２割等の軽減階層ごとに減額する額を定め、同

項第２号で後期高齢者支援金等課税額について、同じく軽減階層ごとに減額する額を

定めるものでございます。 

 なお、この条例の減額に係る部分の施行分については、本年４月１日でございます。 

 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（村田 定君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。初めに反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  次に賛成討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（村田 定君）  起立全員であります。よって、議案第１号 愛荘町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例は、原案どおり可決されました。 

 

◎議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（村田 定君）  日程第１９、議案第２号 令和３年度愛荘町一般会計補正予

算（第９号）を議題にします。 

 本案についての提案理由の説明を求めます。経営戦略課長。 

○経営戦略課長（生駒秀嘉君）  それでは、議案第２号 令和３年度愛荘町一般会計

補正予算（第９号）を説明をさせていただきます。別冊、補正予算書と別冊、補正予

算概要書がございますけれども、今回は補正予算書にて説明をさせていただきますの
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で、よろしくお願いをしたいと思います。 

 それでは、別冊、補正予算書の１ページをお開きいただきたいと思います。 

 令和３年度愛荘町一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億４３万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１１３億６９５万３,０００円とするものでございま

す。 

 第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用するこ

とができる経費は、第２表 繰越明許費によるもの。 

 第３条、地方債の変更は、第３表 地方債補正によるものでございます。 

 補正予算書の７ページをお願いをしたいと思います。第２表 繰越明許費といたし

まして、御説明をさせていただきます。 

 上段からです。３款民生費１項社会福祉費、事業名、住民税非課税世帯等臨時特別

給付金給付事業９,３００万円は、住民税非課税世帯等に１世帯１０万円の給付として

おりましたが、家計急変世帯等の申請期間が令和４年９月３０日まで継続となったこ

とから繰越しをさせていただくものでございます。 

 下段の事業名、福祉センター愛の郷空調設備改修事業でございます。６,９４５万４,

０００円は、ボイラーの不具合によりまして、エアコンを新たに設置するもので、設

計費用を１２月議会で御承認いただきましたけれども、今回、監理委託費１４５万４,

０００円、工事請負費６,８００万円を補正させていただいて繰越しとするものでござ

います。 

 下段、６款農林水産業費１項農業費、西部地域土地改良事業、基本構想策定事業で

ございます。３９６万円につきましては、愛荘町西部地域の圃場整備事業を行うため

の基本的な図面を描くことで、事業全体の完成イメージや全体像を具現化し、把握す

るものでございます。今回、天候等の影響から工期に遅れが生じたことによるもので

ございます。 

 下段の８款土木費２項道路橋梁費、町道長寿命化修繕計画策定事業１,０００万円に

つきましては、令和３年９月議会において補正予算の御承認を頂き、その後において

計画の策定に取りかかっております。舗装の点検及び点検結果の分析等に期間を要す

ることもありまして、今回繰越しをお願いするものでございます。 

 下段、町道橋梁維持修繕事業でございます。３,５００万円は昭和大橋の維持修繕で
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ございますが、新型コロナウイルスが原因と考えられる物流の停滞によりまして、鉄

鋼製品の材料不足等が生じておりまして、部材の一部の製造に時間を要するものでご

ざいますので、繰越しとさせていただくものでございます。 

 下段、４項都市計画費、事業名が生活環境整備対策事業でございます。６５０万円

につきましては、長野東自治会において、生活環境整備を実施予定でありましたけれ

ども、隣接する町道改良工事におきまして、可変側溝の設置や道路拡幅を先行して行

う必要がございます。町の工事終了後から施行となるため繰り越すものでございます。 

 以上が、繰越明許費でございます。 

 続きまして、８ページをお願いをいたします。第３表 地方債の補正でございます。

上段からでございます。合併特例債の限度額を４億３,９９０万円から２億６,６８０

万円に、公共事業等債の限度額を３,０２０万円から６,１４０万円に、その下、地方

道路等整備事業債の限度額を２億３,５００万円から２億１,６２０万円に、学校施設

等整備事業債の限度額を２億９９０万円から９,４２０万円に、防災・減災・国土強靱

化緊急対策事業債の限度額を新たに１億９,７００万円としたものでございます。いず

れにしましても、起債の方法、利率、償還の方法については変更がございませんので、

よろしくお願いをいたします。 

 それと、９ページにつきましては、事項別の明細書となってございますので、また

御確認をお願いをしたいと思います。 

 それでは、歳入歳出の補正内容を説明をさせていただきます。１２ページをお願い

をしたいと思います。 

 今回の補正の主なものにつきましては、年度末を迎えるに当たりまして、決算見込

みの精査による補正が主なものでございます。歳入歳出増減の大きなもの及び追加経

費の主なものを中心に申し上げたいと思いますので、御了承いただきたいと思います。 

 まず、歳入でございます。一番上からでございます。１款町税１項町民税１目個人

１節現年度課税分１,５０５万６,０００円の追加は、個人所得割の増加分でございま

す。 

 下段、２目法人２節滞納繰越分２,６３０万７,０００円の減額は、令和２年度分納

付猶予分の調定変更及び徴収実績によるものでございます。 

 下段、２項固定資産税１目固定資産税１節現年度課税分２,９１０万円の追加につき

ましては、評価替えに伴う課税実績によるものでございます。 
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 下段、２節滞納繰越分６３９万円の減額につきましては、徴収実績によるものでご

ざいます。 

 下段、３項軽自動車税１目軽自動車税１節現年度課税分といたしまして５９０万円

の追加につきましては、軽自動車の買換えや台数増及び税率変更によるものでござい

ます。 

 次、１２ページの一番下の段でございますけれども、２款地方譲与税から、以降１

５ページの下から２段目まででございますけれども、１１款交通安全対策特別交付金

につきましては、これにつきましては滋賀県全体の収支決算見込みによるものでござ

いますので、よろしくお願いします。 

 続きまして、１５ページの一番下の段でございます。１２款分担金及び負担金２項

負担金２目民生費負担金１節児童福祉費負担金６９９万８,０００円の減額は、保育料

の保護者負担金等の実績見込みによる減額となってございます。 

 続きまして、１６ページの一番上でございます。１３款使用料及び手数料１項使用

料２目民生使用料６節町立保育園保育料２１２万３,０００円の追加につきましては、

公立保育園保育料の実績見込みによる増額となってございます。 

 １つ飛ばしまして、７目教育使用料１節幼稚園保育料８１０万１,０００円の減額は、

保育園預かり保育料の実績見込みによる減額となってございます。 

 １６ページの一番下の段でございますけれども、１４款国庫支出金１項国庫負担金

１目民生費国庫負担金１節児童福祉費負担金１,７２５万円の減額につきましては、新

型コロナの影響によりまして、公定価格が上がらなかったことによる実績見込みによ

る減額となってございます。 

 次、下段、２節児童手当負担金８５５万円の減額は、対象児童数の減少によるもの

でございます。 

 １７ページ、下の段、２項国庫補助金１目総務費国庫補助金２５節地方創生臨時交

付金７０７万７,０００円の追加につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金事業の実施によるものでございます。 

 その下の２７節住宅市街地総合整備事業補助金７６０万円の減額につきましては、

補助金の実績見込みによるものでございます。 

 その下、２目民生費国庫補助金１節障害福祉費補助金１４４万８,０００円の追加に

つきましては、移動支援事業、日中一時支援事業の利用者の増によるものでございま
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す。 

 ３節児童福祉費補助金７８万２,０００円の追加につきましては、子ども・子育て支

援交付金の増額によるものと、保育対策総合支援事業費補助金の実績見込みによる減

でございます。 

 ３目衛生費国庫補助金４節疾病予防対策事業費等補助金につきましては、２６１万

９,０００円の追加となってございます。主に緊急風しん抗体検査等事業補助金の交付

決定によるものでございます。 

 １８ページをお願いをいたします。６目土木費国庫補助金６節社会資本整備総合交

付金４００万円の追加につきましては、国の補正予算に伴う追加交付による増額によ

るものでございます。 

 下の段でございます。一番下の段でございます。１５款県支出金１項県負担金１目

民生費県負担金１節児童福祉費負担金８４０万４,０００円の減額は、施設型給付費等

負担金等の実績見込みによる減額でございます。 

 その下、２節児童手当負担金１５３万５,０００円の減額につきましては、児童手当

負担金の実績見込みによる減額でございます。 

 続きまして、１９ページの下の欄でございます。２項県補助金１目総務費県補助金

１節自治振興交付金１７５万６,０００円の減額につきましては、実績見込みによる減

額となってございます。 

 ２目民生費県補助金３節老人福祉費補助金４,０００円の追加は、社会福祉法人等に

よる生活困窮者等へのサービス利用者負担額の軽減に対する補助金の計上でございま

す。４節障害福祉費補助金７２万４,０００円の追加は、国庫補助に伴う県費補助分で

ございます。 

 ７節児童福祉費補助金１４５万８,０００円の追加につきましては、国庫補助金に伴

う県費分でございます。 

 ５目農林水産業費県補助金２節農業振興費補助金６１９万１,０００円の減額につ

きましては、農業人材力強化総合支援事業補助金等の交付決定による減額でございま

す。 

 続きまして、２０ページをお願いをいたします。上の段でございます。８目土木費

県補助金３節都市計画費補助金５３７万６,０００円の減額につきましては、地籍調査、

対象事業費補助金の実績見込みによる減額となってございます。 
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 １０目教育費県補助金１節学校教育費補助金５５５万９,０００円の追加につきま

しては、スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金の実績見込みによる増額

となってございます。 

 下の段でございます。３項委託金１目総務費委託金１節徴税費委託金１５４万９,

０００円の追加につきましては、県民税徴収取扱費委託金の実績見込みによる増額と

なってございます。 

 次、２節選挙事務委託金３７１万８,０００円の減額につきましては、衆議院議員選

挙完了に伴います精算による減額となってございます。 

 下の段、１６款財産収入１項財産運用収入２目利子及び配当金１節利子及び配当金

２８５万９,０００円の減額は、基金利子の減額によるものでございます。 

 次、２１ページの中段でございます。１７款寄付金１項寄付金１目一般寄付金１節

一般寄付金３００万円の追加につきましては、滋賀建機株式会社からの寄付による増

額でございます。 

 ２目総務費寄付金１節がんばる愛荘町まちづくり応援寄付金４,３４０万円の減額

につきましては、ふるさと納税の実績見込みによる減額となってございます。 

 下段、１８款繰入金１項特別会計繰入金２目土地取得造成事業特別会計繰入金１節

土地取得造成事業特別会計繰入金８４０万円の追加につきましては、小集落地区改良

事業用地の売払いに伴う繰入金でございます。 

 ２２ページをお願いをいたします。上段からでございます。２項基金繰入金１目財

政調整基金繰入金１節財政調整基金繰入金２億８,６４３万６,０００円の減額につき

ましては、財源調整のための減額とさせていただいております。 

 その下、１９款繰越金１項繰越金１目繰越金１節前年度繰越金３億２,２６３万円の

追加につきましては、令和２年度からの繰越金でございます。 

 その下、２０款諸収入１項延滞金、加算金及び過料１目延滞金１節延滞金１９０万

円の追加につきましては、町税等の延滞金の増でございます。 

 続きまして、２３ページをお願いをいたします。上段、２０款諸収入５目雑入８節

教育費雑入４０３万９,０００円の減額につきましては、主に給食費個人負担金の実績

見込みによる減額となってございます。 

 １０節土木費雑入３,５３１万３,０００円の追加につきましては、豊郷町建設事業

負担金返還金の発生による増額となってございます。 
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 下段、２１款町債１項町債１目総務費７節合併特例債１億７,３１０万円の減額につ

きましては、学校教育施設等整備事業債としての配分変更したことによる減額となっ

てございます。 

 その下、９節公共事業等債３,１２０万円の追加につきましては、国営湖東平野地区

土地改良事業負担金の補正による増額となってございます。 

 その下、土木費３節地方道路等整備事業債１,８８０万円の減額は、実績見込みによ

る減額でございます。 

 その下、６目教育債１節学校教育施設等整備事業債１億１,５７０万円の減額につき

ましては、愛知中学校等大規模増改築事業の補助事業の一部について防災・減災・国

土強靱化緊急対策事業債の対象となるために減額するものでございます。 

 その下、２節防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債１億９,７００万円の追加につ

きましては、今ほどの愛知中学校の大規模増改築事業の補助事業の一部がこの事業債

の対象となるために増額するものでございます。 

 以上が歳入の説明とさせていただきます。 

 引き続きまして、歳出のほうを説明をさせていただきます。補正予算書の２５ペー

ジをお願いをいたします。歳出につきましても、事業実績見込みまたは入札執行に伴

う減額が主なものとなってございますので、主なものを中心に御説明をさせていただ

きます。 

 上段からでございます。１款議会費１項議会費１目議会費４節共済費７２万５,００

０円の減額は、町村議会議員共済会への負担金率変更に伴い減額するものでございま

す。 

 ８節旅費１３３万４,０００円の減額は、議員研修等の中止による旅費の減額となっ

てございます。 

 下段の２款総務費１項総務管理費１目一般管理費１節報酬７１２万円の減額、また

３節の職員手当等９６万６,０００円の減額につきましては、会計年度任用職員の報酬

等の実績見込みによるものでございます。 

 １２節委託料６７６万円の減額につきましては、自治体オンライン化基盤構築事業

委託料の執行残となってございます。 

 ４目会計管理費１１節役務費１０２万円の減額は、手数料の実績見込みによる減額

となってございます。 
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 ５目財産管理費１２節委託料４８４万円の減額につきましては、バス運行管理業務

委託料の入札残による減額となってございます。 

 続きまして、２６ページをお願いいたします。上段からでございます。６目企画費

７節報償費８９６万４,０００円の減額は、主にふるさと納税寄付謝礼の実績見込みに

よる減額となってございます。 

 次、ずっと下へ行きまして、２７ページの中段より下ですけれども、１３節の使用

料及び賃借料でございます。３１２万３,０００円の減額は、ふるさと納税サイトの使

用料、ふるさとチョイス、さとふるの実績見込みによる減額となってございます。 

 １８節負担金補助及び交付金１,４７８万６,０００円の減額につきましては、主に

コミュニティバス運行対策事業補助金または空き家等改修費補助金等の実績見込みに

よる減額となってございます。 

 ２８ページの上段をお願いをします。７目電子計算費１２節委託料の２００万円の

減額は、執行残による減額となってございます。 

 １３節使用料及び賃借料３１６万円の減額は、統合端末使用料の実績見込みによる

減額となってございます。 

 １７節備品購入費の１,０００万円の減額につきましては、町職員の情報系ノートパ

ソコンの購入につきまして、６町共同事業によります共同調達、入札によります執行

残となってございます。 

 下の段の２項徴税費２目賦課徴収費１２節委託料１００万円の減額につきましては、

土地評価基準基礎資料作成業務委託料の執行残による減額となってございます。 

 ３項戸籍住民基本台帳費１目戸籍住民基本台帳費１節報酬１１１万８,０００円の

減額につきましては、会計年度任用職員の報酬の実績見込みによる減額となってござ

います。 

 続きまして、２９ページをお願いをいたします。下の段でございます。４項選挙費

６目衆議院議員選挙費、これは全体で３０８万円の減額となってございまして、選挙

完了に伴う精算による減額となってございます。 

 続きまして、３０ページをお願いをいたします。２段目でございます。３款民生費

１項社会福祉費３目老人福祉費１８節負担金補助及び交付金６,０００円の追加につ

きましては、生計困難者社会福祉法人等サービス利用軽減補助金の増額となってござ

います。 
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 １９節扶助費９２７万１,０００円の減額につきましては、老人ホームに措置してい

る方がお亡くなりになったことによる減額となってございます。 

 ７目国民健康保険費２７節繰出金１１４万４,０００円の減額は、保険基盤安定繰出

金等が交付決定されたことに伴い減額するものでございます。 

 ８目障害福祉費１２節委託料１１７万３,０００円の追加につきましては、移動支援

事業、日中一時支援事業の利用者の増加による増加となってございます。 

 ３１ページ、１０目福祉センター費１２節委託料１４５万４,０００円の追加につき

ましては、福祉センター愛の郷の空調設備に不具合が生じているために改修するもの

で、監理業務委託料を計上するものでございます。繰越しのところでもお願いをして

おります。 

 １４節工事請負費６,８００万円の追加につきまして、同じく空調設備の改修に係る

工事費用の計上をするものでございます。 

 １２目介護保険費２７節繰出金３７万５,０００円の追加につきましては、介護保険

事業特別会計の繰入金の実績見込みによるものでございます。 

 １４目後期高齢者医療費１８負担金補助及び交付金４４２万９,０００円の減額に

つきましては、療養給付費負担金の実績見込みによる減額となってございます。 

 ２７節繰出金５万３,０００円の追加につきましては、保険基盤安定繰出金が変更さ

れたことに伴い増額するものでございます。 

 下段、２項児童福祉費１目児童福祉総務費１８節負担金補助及び交付金３１２万５,

０００円の減額につきましては、各種補助金の実績見込みによる減額となってござい

ます。 

 続きまして、３２ページをお願いをいたします。上段からでございます。１９節扶

助費１,０５２万３,０００円の減額につきましては、施設等利用給付費の実績見込み

による減額。 

 ２１節補償補塡及び賠償金５１２万２,０００円の追加につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症による学校休業期間の開所に係る費用及び学童休所に伴う保育料の減

収分の補塡計上によるものでございます。 

 ２２節償還金利子及び割引料４６６万４,０００円の追加につきましては、過年度の

交付金等の精算による返還金の計上となってございます。 

 次、２目児童福祉措置費１８節負担金補助及び交付金３,１１４万４,０００円の減
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額につきましては、民間保育所施設給付費等実績見込みによる減額となってございま

す。 

 １９節扶助費１,１６２万円の減額につきましては、児童手当の受給者の減による減

額となってございます。 

 ４目保育園費１節報酬１４１万５,０００円の減額につきましては、会計年度任用職

員の報酬に係る実績見込みによる減額となってございます。 

 ３３ページをお願いをいたします。４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費

７節報償費２６３万５,０００円の減額は、乳幼児健診の医師等謝礼等の執行残による

減額となってございます。 

 １２節委託料３１８万８,０００円の減額につきましては、ワクチン接種の実施に伴

い、１２月以降の事業実施を見合わせたための減額となってございます。 

 ２目予防費でございます。１２節委託料３１５万７,０００円の減額につきましては、

予防接種業務の委託料の執行残によるものでございます。 

 １９節扶助費１３万３,０００円の追加は、新型コロナワクチン接種による健康被害

に対しての国の救済制度である給付費を計上したものでございます。 

 ３目環境衛生費１２節委託料３６８万９,０００円の減額につきましては、実績見込

みによる減額となってございます。 

 ３４ページの下段で、５目健康増進事業費の１２節委託料７１５万円の減額につき

ましては、健康診査委託料等の執行残による減額となってございます。 

 ３５ページをお願いをいたします。上段、６款農林水産業費１項農業費３目農業振

興費１８節負担金補助及び交付金８９２万４,０００円の減額は、集落営農条件整備事

業補助金等の実績見込みによる減額となってございます。 

 ５目農地費１８節負担金補助及び交付金につきましては３,５３１万４,０００円の

追加となってございまして、国営湖東平野関連事業の指定工事分の負担金を計上した

ものでございます。 

 下段、２項林業費１目林業振興費１８節負担金補助及び交付金１００万円の減額に

つきましては、県単独林業改良事業補助金の実績見込みによる減額となってございま

す。 

 ３６ページをお願いをいたします。上段、７款商工費１項商工費２目商工振興費１

８節負担金補助及び交付金２７０万円の減額につきましては、受給者の確定による事
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業継続支援金の執行残によるものでございます。 

 ３目観光費１８節負担金補助及び交付金３５１万５,０００円の減額につきまして

は、補助金の実績見込みによる減額となってございます。 

 下段、８款土木費１項土木管理費１目土木総務費につきましては、これは全体の補

正額でございますけれども、１３９万２,０００円の減額となっておりまして、おおむ

ね実績見込みによる減額となってございます。 

 ３７ページをお願いをしたいと思います。２項道路橋梁費２目道路新設改良費１６

節公有財産購入費７１２万円の減額につきましては、道路改良工事用地取得費の実績

見込みによる減額となってございます。 

 １８節負担金補助及び交付金５１１万９,０００円の追加につきましては、県事業の

確定による市町負担金の増額によるものでございます。 

 ２１節補償補塡及び賠償金２,６００万７,０００円の減額につきましては、移転補

償費等の時期の変更に伴う減額となってございます。 

 ３目道路維持費１２節委託料１,５２１万円の追加につきましては、年末年始等にお

いて、大雪により除雪作業の出動回数が増加したため増額するものでございます。 

 １８節負担金補助及び交付金８１１万６,０００円の追加につきましては、歌詰橋の

第１期工事の精算による負担金の計上によるものでございます。 

 下段でございます。３項河川費１目河川総務費１８節負担金補助及び交付金２５０

万円の減額につきましては、河川愛護作業補助金の実績見込みによるものでございま

す。 

 ３８ページをお願いをいたします。中段、４項都市計画費２目下水道費２７節繰出

金２,８５５万１,０００円の減額につきましては、下水道事業会計の実績見込みによ

る減額となってございます。 

 ４目地籍調査費１２節委託料７００万円の減額につきましては、地籍調査業務委託

料の執行残による減額となってございます。 

 ３９ページでございます。９款消防費１項消防費１目非常勤消防費から３目の防災

対策費までの全体の補正額につきましては３８９万７,０００円の減額となってござ

いまして、実績見込みによる減額となってございます。 

 下段、１０款教育費１項教育総務費３目教育振興費１節報償費１９８万９,０００円

の減額につきましては、会計年度任用職員の報酬の実績見込みによるものでございま
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す。 

 １１節役務費１５２万９,０００円の減額につきましては、通信運搬費等の実績見込

みによるものでございます。 

 ４０ページをお願いをいたします。４目学校建設費１４節工事請負費でございます。

８,３８５万６,０００円の減額は、愛知中学校等大規模増改築工事請負費等の執行残

による減額でございます。 

 下段、２項小学校費１目学校管理費につきましては、全体補正額といたしまして４

８４万４,０００円の減額で、実績見込みによる減額となってございます。 

 続きまして、４１ページの上段でございます。２目教育振興費については、全体の

補正額といたしまして５５万３,０００円の減額で、実績見込みによる減額とさせてい

ただいております。 

 下段、３項中学校費１目学校管理費につきましても、全体補正額４１９万１,０００

円の減額として、実績見込みによる減額とさせていただいております。 

 続きまして、４２ページをお願いをいたします。上段、２目教育振興費については、

全体の補正額といたしまして８２万８,０００円の減額と、これについても見込みによ

る減額となってございます。 

 下段、４項幼稚園費１目幼稚園費については、全体の補正額といたしまして２５８

万円の減額となってございまして、これも実績見込みによる計上となってございます。 

 １ページ飛ばさせていただいて、４４ページをお願いをいたします。上からでござ

います。５項社会教育費１目社会教育総務費については、全体補正額で２１０万７,

０００円の減額となってございまして、これも実績見込みによる減額となってござい

ます。 

 その下の２目人権教育振興費については、補正額が１６万８,０００円の減額、その

下の３目人権教育推進事業費については、補正額１７５万７,０００円の減額、４目文

化財保護費については、補正額１９０万５,０００円の減額となってございます。 

 ４５ページをお願いをいたします。７目図書館費につきましては、補正額８６９万

５,０００円の減額となってございます。 

 ４６ページをお願いをしたいと思います。一番上でございます。今の図書館費のう

ち、１４節工事請負費５７５万１,０００円の減額につきましては、ゆうがくの郷衛生

環境等の改善工事費の入札残による減額となってございます。 
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 その下、８目びんてまりの館費については、補正額３４万５,０００円の減額、その

下の９目文化振興費については、補正額３８万８,０００円の減額となってございます。

おおむね実績見込みによる減額となってございます。 

 下段の６項保健体育費１目保健体育総務費については、補正額１３９万４,０００円

の減額で、これも実績見込みによる減額となってございます。 

 ４７ページをお願いをしたいと思います。２目の体育施設費については、補正額２

７５万７,０００円の減額となってございます。そのうち１４節の工事請負費１２５万

２,０００円の減額につきましては、アーチェリー射場の防矢ネットの修繕工事に係る

執行残となってございます。 

 次、その下、３目給食費でございます。１０節需用費２４８万６,０００円の追加に

つきましては、給食センター内の調理機器、設備等の故障に伴う修繕による増額とな

ってございます。 

 ４８ページをお願いをいたします。１３款諸支出金２項基金費でございますが、１

目の財政調整基金費から１４目の森林環境譲与税基金費までの１４基金の全体の補正

額につきましては３億５,１８３万７,０００円の追加となってございます。 

 以上が補正の内容でございますけれども、あと４９ページから５２ページについて

は給与費明細書でございまして、４９ページは特別職、５０ページから５２ページに

かけては一般職について記載をさせていただいておりますので、御確認をお願いをし

たいと思います。 

 以上、補正予算の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いをいた

します。 

○議長（村田 定君）  説明が終わりました。 

 

○議長（村田 定君）  ここで暫時休憩をします。再開を１０時３５分といたします。 

休憩 午前１０時２０分 

再開 午前１０時３５分 

○議長（村田 定君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

○議長（村田 定君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。１１番、瀧

 すみ江君。 
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○１１番（瀧 すみ江君）  １１番、瀧 すみ江です。 

 議案書の中の１５ページですけれども、保育料保護者負担金という形で、マイナス

の６６８万５,０００円が記載されております。これについては、多分１、２歳児の保

育料ではないかと思いますけれども、これの原因について。 

 また、保育料ですけれども、コロナでの関係で休園になった場合は保育料、どうな

るのか。例えば日割りになるとか、減額されるとか、また、給食費などもございます

し、そういう場合はどのようになるのかについても答弁をお願いしたいと思います。 

 それから、次に、２３ページなんですけれども、土木費雑入ということで豊郷町建

設事業負担金返還金ということが、かなり大きな金額で３,５３１万３,０００円があ

ります。これについてもちょっと、昨日全協でしたが、聞き漏らしたか分かりません

けれども、よく分からないんで説明をお願いします。 

○議長（村田 定君）  子ども支援課長。 

○子ども支援課長（北川三津夫君）  瀧議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の保育料の保護者負担金の減でございますが、今、瀧議員お見込みの

とおり０、１、２歳につきましては、保育料に関する規則により保育料、徴収をさせ

ていただいておりますが、実績を基に減をさせていただいたところでございます。 

 ２点目につきまして、コロナ等で閉園なりになった場合でございますが、町のほう

から要請をさせていただいた部分に関しましては、日割りでありますとか、そういう

ようなところで減額をさせていただくというようなところでございます。 

 以上です。 

○議長（村田 定君）  建設・下水道課長。 

○建設・下水道課長（羽田順行君）  瀧議員の豊郷町の事業負担金の返還金の御質問

についてお答えをします。 

 予算補正予算書の２３ページでございますが、１０節土木費雑入で豊郷町から３,

５３１万３,０００円の負担金の返還金を補正のほうをさせていただいております。こ

の金額におきましては、昨日、全協のほうでも御説明申し上げました、愛荘町と豊郷

町の間に架かる歌詰橋の耐震補強工事に係る工事費の負担金となっております。今般、

豊郷町のほうから３,５３１万３,０００円の返還を頂いておりますが、３７ページで

ございますが、こちらのほう、８款土木費２項道路橋梁費の３目道路維持費の１８節

の負担金補助及び交付金のほうで８１１万６,０００円の補正を行っております。 
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 こちらにつきましては、豊郷町のほうと協議をいたしまして、支払うものは支払っ

て、返還いただくものは返還いただくという、ちょっと予算上の処理の都合でこうい

った予算計上をしておりまして、当初予算、令和２年度のほうに１,４７６万円、負担

を当初しておりまして、今般、補正を８１１万６,０００円行いまして、総額２,２８

７万６,０００円の当町の負担をしているんですが、先ほど申し上げました３,５３１

万３,０００円の返還金ございますので、差引き１,２４３万７,０００円が当町に返還

されるという、そういった計算となりますので、御留意のほうよろしくお願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

○議長（村田 定君）  １１番、瀧 すみ江君。 

○１１番（瀧 すみ江君）  １１番、瀧です。ちょっと別、今のことについては理解

しましたので、別の事項について質問させていただきます。 

 議案書の４８ページなんですけれども、財政調整基金の諸支出金で基金費の財政調

整基金、これを積み増しされているんですけれども、結局、もう既に１９７万９,００

０円が積み増しされてますので、当初は２億５,３９６万円の予算で取崩しをされたと

いう、そういう予算を取崩しをするという予算を立てられていましたが、それ以上の

積立てということになるわけなので、結局、財政調整基金でいえば、それを出さずに、

出そうと思っていたものがほかのいろいろなことで賄えたので戻されたと。つまり、

今年度については１９７万９,０００円がというか、それ以上に多くなっていると。３

年の４月よりも多くなっているという解釈でよろしいんでしょうかということと、そ

の次の減債基金費ですけれども、減債基金費は令和２年度までは１,４５８万ぐらい、

そんなに、このぐらいの水準で毎年、減債基金が推移していたんですけれども、この

補正予算で１億ぐらいを積み増しされておりますね。１億１,０００万ほど積み増しさ

れておりますけれども、これについての根拠についてお伺いしたいと思います。 

○議長（村田 定君）  経営戦略課長。 

○経営戦略課長（生駒秀嘉君）  １点目の財政調整基金でございますけれども、おっ

しゃるとおり、当初予算化をさせていただいておりましたけれども、まず、減額を今

回、繰入金といたしましてさせていただいております。取崩しをしなくなってよかっ

たというところでございますけれども、理由といたしまして、税収の増、または地方

譲与税等の増、普通交付税の増、それと歳出の実績見込みによる減、そういったもの
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を勘案しまして、今回、そのようにさせていただいたというところと、あと積立ての

増額につきましては、今言わさせていただいたとおり、収入及び歳出の実績見込みに

伴いまして、３月補正の結果ですけれども、財政調整基金の取崩しをしないというよ

うにしてもなお余剰金が発生するということになりましたので、基金の積立てをする

予算を計上させていただいたというところでございます。 

 次、減債基金費の積立てでございますけれども、これについては、国の令和３年度

補正予算（第１号）に伴いまして、普通交付税の総額が増額をされました。臨時経済

対策債、または臨時財政対策債償還基金費が創設をされまして、再算定が行われまし

た。臨時財政対策債、償還基金費については、将来の公債費負担に備えるため減債基

金に積むこととされているために、今回計上をさせていただいているというところで

ございます。 

○議長（村田 定君）  ほかに質疑ありませんか。７番、上田太治君。 

○７番（上田太治君）  ３７ページの道路維持費なんですけども、今回、大きな雪で

除雪費が補正されました１,５２１万ですか。当初予算の中の２億１,７４３万円のう

ち、当初から見込まれていた除雪作業委託費は幾らか教えていただきたいと思います。 

○議長（村田 定君）  建設・下水道課長。 

○建設・下水道課長（羽田順行君）  御質問にお答えします。 

 当初予算の経常費におきましては１,３３８万８,０００円ということで、大体２回

から３回分の除雪の回数の費用を見込んでおりました。 

 以上でございます。 

○議長（村田 定君）  ほかにございませんか。１３番、辰己 保君。 

○１３番（辰己 保君）  ２点ばかり質疑をします。 

 まず、ブロック塀の関しての補助金が減額になっているわけです。国庫１５万で減

額ということで、ブロック塀のそれの調査の結果、どうであったのかということと、

どういうふうに整理になったの。事業はできてないので、調査段階なのか、もしくは、

国庫に申請しているので、事業的なものを申請しているのかということを一体全体と

してこの結果を報告願いたいなというのが１つです。 

 もう１点は、学校給食費に関してなんですが、この補正では機械の修理というもの

を計上されているんですが、子供たちが冷たい給食という感じで声が聞いているんで

す。だから、そういう機械の不具合によって冷たくなっているのか、揚げ物等が冷た
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くなっているというふうに聞いているので、その点で、機械等の不具合、もしくは調

理等の関係、そういう点でちょっと答弁を頂きたいと思います。 

○議長（村田 定君）  建設・下水道課長。 

○建設・下水道課長（羽田順行君）  御質問にお答えします。 

 ブロック塀の耐震対策補助金の減額ということで、国庫支出金のほうで１５万円、

今回上げさせていただいておりますが、端的に言いますと、申請件数、当初の見込み

が５件から２件になったということで減額をしております。全体の結果ということで

ございますが、広報やホームページ等でブロック塀等の耐震対策に係るこういった補

助ができるということで、周知のほうをさせていただいているんですが、その中で問

合せとか、実際に申請いただいて、結果、２件の実績があったということで、それ以

外の部分を執行残という形で落とさせてはいただいているんですが、ただ、相談の中

でブロック塀が危ないというところで、この補助金を利用できるかというお問合せ等

も頂いているんですが、やはり国庫補助に関する要件に該当しないというブロック塀

等もございますので、そういったところを精査して、結局２件が対象になったという

ことで、こういった形でちょっと補正の減額をさせていただいたという状況でござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（村田 定君）  教育次長。 

○教育次長（上林市治君）  ただいま、給食で冷たいということでございましたけれ

ども、通常調理してそれを保管庫に入れて運搬をしておりますけれども、特にそうい

った声は聞いておりませんのでということでございます。 

○議長（村田 定君）  １３番、辰己 保君。 

○１３番（辰己 保君）  １３番、辰己。直接、行政のほうに届くかどうかという問

題があると思うんです。我々はまた、でも、そういう電話がかかってくるということ

の違いが、多少あり得るのか。ただこの機械の修理という補正が出てあるので、そう

いう不具合を察知しているのかということでお聞きをしたんです。 

 もう１点、今ブロックの塀のことなんですが、これは学校教育委員会も関係し得る。

要するに、道路も含めて歩道も含めて安全対策の見回りというか、そういうことをさ

れているはずなんです。ここのこのブロックどうなんだろうとかというチェックは一

定、それが対象になるかならないかは別にしても、そういうことは教育委員会のほう
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がどの程度それを把握されているのか。毎年１回ぐらいは安全点検といいますか、や

っておられると思うので、各校区で。ですから、その兼ね合いで答弁が頂きたいなと。 

 担当課は、確かに１.８とかそういう高さ、そういう基準、それは大阪でのむなしい

事故で、それが、国が真剣に検討するという姿勢で変化をし、自分も国会に行って補

助金を出すようにとかということはやりました。その結果がこういう反映しているわ

けで、ですから危険なブロックというのを国の基準、もしくは皆さんが見た、点検し

た中での危険性、そういうものはあろうかと思うので、担当課は先ほど答弁の中で、

どうなんだろうと。国の基準には該当しないけども、どうなんだろうというのがあっ

たので、そういう５件が２件とかいうんじゃなくて、全体としてどう捉えているのか。

教育委員会のほうがそれが答えられるのか、それはちょっと任せますが、そのブロッ

ク塀に対する町内における状況、その報告をお願いしたいと思います。 

○議長（村田 定君）  教育長。 

○教育長（徳田 寿君）  ただいまの御質問にお答えをいたします。 

 大阪北部地震の後、特に日頃から通学路におきます安全対策というのはいろんな角

度からやっておりますけれども、その視点の１つに、そのブロック塀等、倒壊のおそ

れのある家屋、あるいは塀、フェンス、そうしたものにも気を配るようにということ

で、点検は、学校の例えば教職員が子供たちと一緒に歩いて、実際にその通学あるい

は下校途上にそうした危険なものがないかというようなことを点検しておりますし、

それから、ＰＴＡのほうでも、最低年に一度は地域の方の目、保護者の方の目で、危

険なものがないかというふうなことを点検をしていただいているということでござい

ます。 

 議員御指摘のとおり、確かに、例えば、素人目に見て、古くて危険なのか、あるい

は見た目で、そのブロック塀の継ぎ目自体に亀裂がとか、あるいは、かなり高いブロ

ック塀ということで、本当にしっかりした鉄筋が入っているのかとか、いろんなこと

で、十分分かりづらい部分があるかなという部分もあろうかと思いますし、例えば、

空き家になっている部分については、それをどのように危険だということを伝えてい

くのか、その辺りは、町長部局のほうの担当課とも、今後より一層連携を取っていく

必要があるかなというふうに思っております。子供たちにも、塀の近くを通るときに

はできるだけ反対側を通るとか、そういうような指導もしているところではございま

す。 
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○議長（村田 定君）  １２番、竹中秀夫君。 

○１２番（竹中秀夫君）  １２番、竹中です。先ほどちょっと、ページでいうと、３

７ページでございます。この中の先ほど、ある議員さんが若干お尋ねにあったかと思

いますけれども、道路の除雪の委託料といたしまして１,５２１万ですか、計上されて

おります。これは今年、昨年の暮れから、今年の正月早々から、相当な豪雪であった

というのは、皆さん方も御承知だと思います。この金額が膨れ上がっているというの

は、これはもう私は、まだまだ客観でいうと低いのかなとぐらい思っておる。 

 それというのは、中身についてでありますが、公の道は、なるほど、３時半か４時

頃からやっていただいているというのは、私も自治区のほうで、たまたま私、直接は

関知はしておりませんけれども、土木の関係で４時頃から２車か３車が自治区として、

まず我が家の家から出る道路が非常に雪が多くて、非常に弱っているというようなこ

とで、自治区としても、これは私の自治区のことでありますけれども、そういうとこ

ろを重点的にさせていただいてきたと。 

 そこへ私、毎朝、学校教育の、月曜日から金曜日まで通学をしております。私のと

ころも約８名から９名、その豪雪の中で、歩道の雪が解けてないというのは、川久保

や磯部地域や石橋だけでありません。これはほかの地域にも私、車でずっと見に回る

と解けてないというようなことで、このような計上をしていただくのは結構でありま

すけれども、中身についてを再度、教育委員会なり建設課なりの見直しをかけて、ど

ういうふうに、豪雪というのは自然のものでありますので、そこらのところを十分に、

今後見直すべきものではないかなというふうに思っておりますので、そこらの一遍、

答弁を頂いておきます。 

○議長（村田 定君）  教育次長。 

○教育次長（上林市治君）  ただいま、歩道における除雪ができていないというよう

なことで、確かにおっしゃるように、今年度、年末年始、非常にたくさん降って、こ

の１月７日の日にも、学校が始まるというようなことで、５日の日に大雪ということ

でございまして、町内も見に回って、それで、どうしてもできていないところもござ

いますので、そういったところについては、もちろん地元の御協力も頂いております

けれども、職員もそういう協力をしてくれるということで、３０名余り、そういうと

ころ、出役をしたということ。あるいは、学校においてもそういう交差点等の除雪に

出ていただくとか、そういうことでやっておりますけれども、なかなか全てが、細部
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まで除雪ができているかということでいいますと、そうではなかろうかと思いますの

で、やはり地域、もちろん保護者はもちろんでございますけれども、地域のやっぱり

御協力も頂きながら、建設課等々も協議しながら対策はしてまいりたいと考えている

ところでございます。 

○議長（村田 定君）  １２番、竹中秀夫君。 

○１２番（竹中秀夫君）  ありがとうございます。私は、この計上についてどうのこ

うのとかということはもっと、申し上げておりませんので、まだしも、若干少ないの

ではなかろうかなと、各地域のことを思えばと思っておるわけ。 

 ただ、見直していただきたいなという、町民やら保護者さんのお声を私は代弁をさ

せていただいているということでありますけれども、今後は、先ほど言うように、自

然現象ですので、雪というようなものは、待ってていつ降るとかということでありま

せんので、そこらのところを各地域、自治区に愛荘町、自治区が５１ですかいな。こ

こで保護者、お子さんなりいろんな方を抱えている自治区でありますので、この町が

除雪をやっているという計上ばかりを見てはなりませんので、自治区一帯に、どのよ

うにして補助なり、簡単に言いますと、補助なりいろいろなことの面も考えながら、

自治区に絶対なる協力を得たいねんと、こういう強い気持ちを町長が、余談になりま

すけれども、自治区とのいろんなトークなり、いろんな話合いとかということも聞い

ておりますけれども、やっぱりそういうことも大事な面も忘れずして、やっぱり今後

の取組をしていただきたいなと、このように思っておりますので、もう答弁はよろし

いので、その点をよろしくお願いをいたします。 

○議長（村田 定君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。初めに反対討論はありませんか。１１番、瀧 すみ江君。 

○１１番（瀧 すみ江君）  １１番、瀧 すみ江です。議案第２号 令和３年度愛荘

町一般会計補正予算（第９号）に対して反対を表明します。 

 この補正予算は決算見込みの精査によるものです。年度末における実績見込みによ

るものがほとんどであり、その部分については反対するものではありません。先ほど

質疑もさせていただいたように、諸支出金では、財政調整基金２億８,４４１万７,０

００円、そして減債基金１億１,２６９万円の積立てがあり、合わせて約４億円もの基
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金積立てになっています。また、前年度繰越金では３億２,２６３万円の計上があり、

このことから見れば、町財政が黒字であることを示しています。財政調整基金におき

ましては、前年度の取崩しの予定をしなくて済む、また、減債基金も前年度の初旬に

比べれば、１億もの積立てをしております。このようなお金を使えば、先ほどの議案

にもありましたが、国で軽減された子供の国保税の均等割を町独自で廃止するなど、

町民の生活を守るための施策を進めることができます。町民の立場に立った施策の充

実を求めて、反対討論といたします。 

○議長（村田 定君）  次に賛成討論はありませんか。６番、森野 隆君。 

○６番（森野 隆君）  ６番、森野です。議案第２号 令和３年度愛荘町一般会計補

正予算（第９号）について、賛成討論を行います。 

 今回の補正予算につきましては、歳入歳出ともに、実績及び今後の見込みを的確に

把握し、全体として適切な増額や減額の補正を計上されております。また、住民税非

課税世帯などへの臨時特別給付金の給付事業、福祉センター愛の郷の空調設備の改修

事業、西部地域の土地改良事業に関わる基本構想の策定事業、町道の長寿命化修繕計

画の作成事業、町道、橋梁の維持修繕事業、生活環境整備対策事業に対しての繰越し

の手続を適正に行われております。 

 以上のほかにも、事業完遂見込みなどによる補正を実施され、各事業の進捗の把握

が愛荘町全体として確実に行われていることも分かりました。 

 今後も、新型コロナウイルス感染症から住民生活を守るため、万全の対策を行って

いただくとともに、本件補正予算は、令和４年度の新年度へつながる重要な補正でも

あることから、引き続き適切な予算執行、予算管理をお願いし、各議員におかれまし

ても御賛同をお願いしまして、賛成討論を終わります。 

○議長（村田 定君）  ほかに討論ありませんか。７番、上田太治君。 

○７番（上田太治君）  反対討論を申し上げます。私は、この補正予算案については

何ら異議はございませんが、当初予算については関わっておりません。それでも、当

初予算の中には、町長の給料及び私どもが反対をすべき予算が盛り込まれております

ので、それらを含めて反対といたします。 

○議長（村田 定君）  ほかに討論ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  これで討論を終わります。 
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 これより議案第２号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（村田 定君）  起立多数であります。よって、議案第２号 令和３年度愛荘

町一般会計補正予算（第９号）は、原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（村田 定君）  日程第２０、議案第３号 令和３年度愛荘町土地取得造成事

業特別会計補正予算（第１号）を議題にします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。人権政策課長。 

○人権政策課長（藤居祐司君）  それでは、令和３年度愛荘町土地取得造成事業特別

会計補正予算（第１号）について説明させていただきます。補正予算書の５３ページ

をお願いいたします。 

 令和３年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８４０万円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８４１万円とする。 

 次に、事項別明細書の５８ページをお願いいたします。歳入といたしまして、１款

財産収入１項財産売払収入１目不動産売払い収入８４０万円の増額は、小集落地区改

良事業用地の売払いによるものでございます。 

 ５９ページでございます。歳出です。３款諸支出金１項繰出金１目一般会計繰出金

８４０万円は、用地の売払収入を一般会計に繰り出すものでございます。 

 以上、御審議賜りますようお願いいたします。 

○議長（村田 定君）  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。１３番、辰己

 保君。 

○１３番（辰己 保君）  １３番、辰己。この土地取得造成事業特会に、今説明は受

けたんですが、その説明されているその事業がいつ完遂するのか、いつを目標に立て

て事業を進めているのか、その点を聞いておきます。 

○議長（村田 定君）  人権政策課長。 

○人権政策課長（藤居祐司君）  この事業につきましては、施行法の法の期限切れ以
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来、本年までずっと残事業として取り組んできたわけですけれども、やはり、相手さ

んとの交渉ということがありまして、本当にこう、長年の間の懸案事項となっており

ます。地元の推進委員会とも協議をしながら進めておりますが、令和３年度から５年

をめどに、令和３年度からの５年計画ということで、５年をめどにスケジュールを立

てておりまして、これを目標に現在取り組んでいるという状況でございます。 

○議長（村田 定君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。初めに反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  次に賛成討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第３号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（村田 定君）  起立全員であります。よって、議案第３号 令和３年度愛荘

町土地取得造成事業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（村田 定君）  日程第２１、議案第４号 令和３年度愛荘町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第４号）を議題にします。 

 本案についての提案理由の説明を求めます。福祉政策監。 

○福祉政策監兼ワクチン接種推進室長（森 まゆみ君）  それでは、議案第４号 令

和３年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について御説明をさせ

ていただきます。補正予算書の６０ページをお開きください。 

 令和３年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによるものでございます。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億２,８２

７万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億１,２３６
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万８,０００円とするものでございます。 

 事項別明細書６５ページをお開きください。今回の補正予算につきましては、令和

３年度末を控え、歳入歳出ともに決算見込みを実施し、精査した結果を予算措置しよ

うとするため、補正をお願いするものでございます。 

 歳入の部でございます。１款国民健康保険税１項国民健康保険税１目一般被保険者

国民健康保険税２,０１１万６,０００円の増額は、コロナ禍により令和３年度の税収

を減少すると見込んでおりましたが、減少に転じなかったことにより、現年度課税分

として追加をするものでございます。 

 ４款国庫支出金２項国庫補助金５目災害臨時特例補助金の７４万７,０００円の増

額は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険税減免に対する特例補助金を新た

に計上するものでございます。 

 ７款県支出金２項県補助金３目保険給付費等交付金、普通交付金の１億４５０万円

の増額は、一般被保険者療養給付費及び高額療養費の給付費見込みによるものでござ

います。 

 その下の特別交付金の１６６万８,０００円の増額は、医療費を抑制する市町に対し

て交付される保険者努力支援分と、特定健康診査等負担金、新型コロナウイルス感染

症の影響に伴う保険税減免に対して特別調整交付金が交付されるものでございます。 

 ６６ページをお願いをいたします。１０款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰

入金２６万８,０００円の増額は、一般会計繰入金として、特定健康診査等分の増額決

定見込みによる追加。 

 その下の保険基盤安定繰入金の保険税軽減分２５万８,０００円の減額は、低所得者

の法定軽減の交付決定見込みによる減額。 

 保険基盤安定繰入金の保険者支援分の１２７万８,０００円の減額は、保険者に対す

る支援分の交付決定見込みによる減額。 

 また、その下の財政安定化支援事業繰入金１２万４,０００円の増額は、滋賀県の算

定額の決定により追加するものでございます。 

 ２項基金繰入金１目財政調整基金繰入金の２,０５９万６,０００円の減額は、保険

税の収入額の増加に伴い繰入金を減額するものでございます。 

 １１款繰越金１項繰越金２目その他繰越金の２,１４８万４,０００円の増額は、前

年度繰越額決定に伴い追加をするものでございます。 
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 １２款諸収入３項延滞金、加算金及び過料１目延滞金の１５０万円の増額は、滞納

処分等による収入額が向上したことによるものでございます。 

 続いて、６８ページをお願いをいたします。歳出の部でございます。２款保険給付

費１項療養諸費１目一般被保険者療養給付費の９,０００万円の増額と、その下の２項

高額療養費１目一般被保険者高額療養費の１,４５０万円の増額は、ともに実績見込み

により追加をするものでございます。 

 ６９ページをお願いをいたします。８款保健事業費２項特定健康診査等事業費１目

特定健康診査等事業費１,０００万円の減額は、集団健診受診者の減少と特定保健指導

の実施方法の変更に伴う委託料の減額によるものでございます。 

 １０款諸支出金１項償還金及び還付加算金３目償還金１４万６,０００円の増額は、

令和２年度国民健康保険保険者努力分支援交付金の精算による返還金が生じたことか

ら、追加をさせていただくものでございます。 

 ２項基金積立金１目財政調整基金積立金の３,３６２万９,０００円の増額は、令和

２年度繰越金を財政調整基金への積立てとするため、追加をさせていただくものでご

ざいます。 

 以上で、令和３年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）の御説明

を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（村田 定君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。１３番、辰

己 保君。 

○１３番（辰己 保君）  １３番、辰己 保。国保特会についてですが、まず、財政

調整基金の取崩しについては、今説明があったとおり、税収の見込みが増になったこ

とによっての取崩しをしなくてよかったと。もう少し丁寧に言えば、県の納付金が納

められるかどうか。そのために、当初予算でその財源担保をしておくということで取

り崩したと思うんです。一応取り崩すという予定での予算編成をされたと思うんです

ね。結果として増収になったから、当然取崩しはしなくて済んだという、意義の関係

でいえばそうなんです。しかも、今この補正を見ても、当初予算を見ても、結果とし

て、町から納めるのは被保険者の税金と、それから一般会計からの法定繰入れ分を県

に納めるということになるわけです。そのプールで、今度給付費が下りてきます。だ

から、その関係だけなんです。その関係で、要するに税が見込み以上に入ってきて、

結果として取崩しはなくした。ここで聞きたいのは、積み立てるのは今、今後のため
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とかいうんですが、この会計で今年度の令和３年度の特会の流れで、どのような財源

がこの基金に積み立てられるのか、どのような歳入歳出の関係で積立金が生まれてく

るのか、ここを答弁いただきたいと思います。 

○議長（村田 定君）  住民課長。 

○住民課長（阪本 崇君）  今、御質問あった件でございます。財政調整基金、今年

度につきましては最終的に３,３００万程度の積立てをすることになりました。議員の

御質問の中にあったように、基本的には県に支払う納付金分を税金で賄っているとい

うような結果になっております。そういった中で、本来であれば、税率なり税額を下

げることによって納付金の額を確保すれば、最終的にはいけるんじゃないかというよ

うな判断になろうかというふうに思っているところではございますが、ただ、今般、

県のほうの統一化に向けて、令和６年度以降の早い時期ということで目標をされてい

るわけなんですけども、そこの税率、統一化されたときの税率にどういうふうに持っ

ていくかによっての税率算定ということで、令和２年度から３年度については若干落

とさせていただいたと、下げさせていただいたような状況になっております。 

 今後につきまして、基本的には財政調整基金を活用しながら税率の調整をしていき

たいというふうには思っているところではございますが、令和３年度におきましては、

コロナの影響による税収が減収するという見込みの中で来ていた。そういった中で増

額になったということで予想を、思ったような予想では動けなかったというとこら辺

で財政調整基金が積み上がってしまったというところがございますので、今後につき

ましては、財政調整基金をできるだけ活用したいというふうには思っているんですけ

ども、県の統一化に向けて、その辺の動向を見ながら、財政調整基金の活用等につい

ても検討していきたいというふうに思っているところでございますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（村田 定君）  １３番、辰己 保君。 

○１３番（辰己 保君）  １３番。整理をすると、結果として、今ありがたいことに

税率を下げていただいた。平等割やったかな、そういうものも下げて、結果として被

保険者の負担を軽くはしていただいた。しかもコロナで減収になるだろうという見込

みで、当初予算を組み立てた。しかし、増収になると同時に、それは交付金との関係

がありますから、そこだけ税収ばかりでは論じられないんですが、交付金が下りてく

る。その結果、本町としては税金の、国保税の３,３００万が、３,３００万だけでは
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ないんですが、それ以上に入ってきたということの結果が基金積立てに反映したと。

だから、もうどう見ても国保の会計は入りと出ははっきりしているんですよ。税金は、

とにかく県に納めなきゃならないという仕組みになってしまっているので。それやっ

たら、余剰金が生まれてくることは、基本的に考えるとないんですよ。だから、ここ

に余剰金が、取崩しは当然、当初予算を組む場合の財源担保ということは起こり得る

だろうけど、決算期になって、それが積み立ててくるというのは、不可解な予算編成

というか、会計になってくるというふうに、理論上も僕はそう思うんですよ。ですか

ら、本当にどうあるべきなのか。確かに今、示されてきます、負担金は、県が。です

から、ちょっとそういうなんもしっかりと見据えてやっていかないと、結果としてこ

れ、問題が起こってくると、この仕組みは。そのことを思うんです。ちょっとどのよ

うに答弁されるのか、私はそこの会計の在り方が、特会の在り方が、矛盾が浮き彫り

になってきたんじゃないかなというふうに思っているんです。ですから、質疑をして

いるし、それについての答弁をどのようにされるのか知りませんが、頂きたいと思い

ます。 

○議長（村田 定君）  住民課長。 

○住民課長（阪本 崇君）  御指摘いただいた部分等もございます。特別会計上の、

もちろん国保会計だけではないかというふうには思いますけども、歳入と歳出がはっ

きりしているというのもしっかりしたところではございます。そういった中で今、現

状としては、こういう構造での動きしかなっていないというのも現状ではございます

ので、結果的に財政調整基金が積み立てられるのか立てられないのかという部分が、

適正な部分かどうかというとこら辺の判断にはなるのかなというふうには思いますが、

今現状のところについては、愛荘町独自でまだ現在動いている部分も多くありますの

で、今後を見据えた中で、収納不足とか、今後の社会情勢に応じた中での変化等も勘

案しながら、また調整基金の活用についても考えていきたいというふうに思っており

ますので、御理解いただきたいというふうに思っているところでございます。 

○議長（村田 定君）  ほかに質疑ありませんか。１１番、瀧 すみ江君。 

○１１番（瀧 すみ江君）  ６５ページなんですけど、県支出金に保険者努力支援分

が、１０６万１,０００円が当初予算よりプラスになると思うんですけれども、この努

力支援分というのは、この当初予算の説明を見ると、町が行う医療費適正化対策、収

納率向上対策、保健事業などに係る取組などに対する交付金ということになっていま
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すが、愛荘町ではどのような努力をされ、具体的にどのような面が評価されたという

ふうに見込んでいるのかということについて答弁をお願いします。 

○議長（村田 定君）  住民課長。 

○住民課長（阪本 崇君）  今の御質問についてでございますが、努力者支援分につ

いては、県の補助金ということで、町独自が行っているもの等についての補助金が頂

けるというものになっております。愛荘町については、当初予算でも上がっている内

容の、結局今年度の精査という形にはなるわけなんですけども、医療費の適正化の対

策というので、医療通知を発送する、また、収納率の向上対策では、収納率の向上の

ために臨時職員を雇用して対策を講じている。また、保健事業等につきましては、健

康診査等の実質的な人数の精査というような形で交付金がされるもので、今年度精算

に伴う交付金の補正額になっておりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（村田 定君）  ほか、ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。初めに反対討論はありませんか。１３番、辰己 保君。 

○１３番（辰己 保君）  １３番、辰己。反対討論をします。 

 議案第４号 令和３年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）。令和

３年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）に反対します。 

 この補正予算は、令和３年度の特別会計における決算見込みによる精査です。国保

税歳入２,０１１万６,０００円を補正増額されていますが、内訳は、医療分は１,２８

６万２,０００円、介護分は２０８万８,０００円、後期高齢支援分は５１６万６,００

０円です。一般会計繰入れ分は、県の国保事業統一化によって、職員給与を除けば法

定繰入れしか行っていません。その法定繰入れ分は、保険税の増収により減額補正さ

れています。保険税の増収によって、財政調整基金繰入金も当初財源担保としていた

額を全額繰戻しされています。その額２,０５９万６,０００円です。 

 なお、令和２年度の繰越金は２,５９９万３,０００円です。財政調整基金は補正前、

４万円から３,３６２万９,０００円、増額補正されています。国保税医療分と一般会

計の法定繰入金は、県に納付され、県から全額保険給付費が交付されます。国民健康

保険特別会計は、当初予算から、職員の給与等の法定外繰入れは約４,０００万円です。

基金繰戻し２,０５９万円と基金積立金３,３６２万円、合わせて５,４２１万円です。
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職員等の一般財源は税金から拠出しています。以前、国保会計への一般会計からの繰

入れを町民の税金の二重払いになっていると、繰入れが悪のように言い続けてきたの

ではないですか。県の統一化によって、収入約２００万以下が約８割を占める国保被

保険者などを含めて、二重の税金を支払っていただいていることにはならないのか。

この不可解な現象を起こしていることを厳しく指摘して、反対討論といたします。 

○議長（村田 定君）  次に賛成討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第４号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（村田 定君）  起立多数です。よって、議案第４号 令和３年度愛荘町国民

健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（村田 定君）  日程第２２、議案第５号 令和３年度愛荘町後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第２号）を議題にします。 

 本案についての提案理由の説明を求めます。福祉政策監。 

○福祉政策監兼ワクチン接種推進室長（森 まゆみ君）  それでは、議案第５号 令

和３年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）について御説明申し

上げます。 

 補正予算書の７０ページをお開きください。令和３年度愛荘町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによるものでございます。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７０１万６,

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億１,１１７万２,００

０円とするものでございます。 

 事項別明細書７５ページをお開きください。今回の補正予算につきましては、令和

３年度末を控え、歳入歳出ともに決算見込みを実施し、精査した結果を予算措置しよ
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うとするため、補正をお願いするものでございます。 

 まず、歳入の部でございます。１款保険料１項後期高齢者医療保険料２目普通徴収

保険料６３２万２,０００円の増額は、被保険者数の増加により追加をさせていただく

ものでございます。 

 ２節滞納繰越分の２２万１,０００円の増額は、滞納繰越額の確定に伴い追加をさせ

ていただくものでございます。 

 ２款使用料及び手数料１項手数料１目総務手数料５,０００円の増額は、実績見込み

によるものでございます。 

 ４款繰入金１項一般会計繰入金１目事務費繰入金５,０００円の減額につきまして

も、決算見込みによる追加でございます。 

 ２目保険基盤安定繰入金５万８,０００円の増額は、後期高齢者医療広域連合の決定

により増額をさせていただくものです。 

 ５款繰越金１項繰越金１目繰越金４１万５,０００円の増額は、前年度繰越額の確定

に伴い追加をするものでございます。 

 ７６ページをお願いをいたします。歳出の部でございます。２款広域連合納付金１

項広域連合納付金１目の広域連合納付金７０１万６,０００円につきましては、町の負

担金が確定したことにより、追加をさせていただくものでございます。 

 以上、令和３年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）について

御説明をさせていただきました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（村田 定君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。初めに反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  次に賛成討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第５号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（村田 定君）  起立全員であります。よって、議案第５号 令和３年度愛荘

町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（村田 定君）  日程第２３、議案第６号 令和３年度愛荘町介護保険事業特

別会計補正予算（第３号）を議題にします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。福祉政策監。 

○福祉政策監兼ワクチン接種推進室長（森 まゆみ君）  それでは、議案第６号 令

和３年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について御説明申し上げま

す。補正予算書の７７ページをお開きください。 

 令和３年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるもので

ございます。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,８８５万

５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億５,５７８万８,

０００円とするものでございます。 

 事項別明細書８３ページをお開きください。今回の補正予算につきましては、令和

３年度末を控え、歳入歳出ともに決算見込みを実施し、精査した結果を予算措置しよ

うとするため、補正をお願いするものでございます。 

 まず、歳入の部でございます。１款保険料１項介護保険料１目第１号被保険者保険

料１節現年度分６５１万３,０００円の増額は、普通徴収対象者の増加見込みにより、

追加をさせていただくものでございます。 

 ２節滞納繰越し分２６万６,０００円の増額は、滞納保険料収納額の実績見込みによ

り追加をさせていただくものでございます。 

 ３款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金４２万８,０００円の増額は、

保険給付費の増額に伴う負担割合分を追加するものでございます。 

 ２項国庫補助金１目調整交付金５６万円は、保険給付費の増額に伴う負担割合分の

追加でございます。同じく２目事務費交付金３７万８,０００円の減額は、介護保険シ

ステム改修費の事務費補助率の変更に伴い減額をさせていただくものでございます。 

 ４目地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）２４万５,０００円の減額は、

該当事業の実績見込みの減額に伴う負担割合分を減額するものでございます。 
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 その下、５目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）８９万９,

０００円の増額につきましても、当該事業の実績見込みに伴う負担割合分を追加させ

ていただくものでございます。 

 ８目介護保険災害等臨時特例補助金９万円の増額は、新型コロナウイルス感染症の

影響により減免をさせていただきました介護保険料の６割分が交付されることから、

追加をさせていただくものでございます。 

 ９目特別調整交付金４万１,０００円の増額は、こちらも新型コロナウイルス感染症

の影響により減免をいたしました介護保険料の４割分が交付されることから追加をさ

せていただくものでございます。 

 ８４ページをお願いをいたします。４款支払基金交付金１項支払基金交付金１目の

介護給付費交付金３７１万円の増額は、保険給付費の増額に伴う負担割合分として追

加をさせていただくものです。 

 ２目地域支援事業支援交付金９６万９,０００円の増額は、こちらも地域支援事業の

増額に伴う負担割合分として追加をするものでございます。 

 ５款県支出金１項県負担金１目介護給付費負担金４０４万円の増額は、保険給付費

の増額に伴う、こちらも負担割合分を追加するものでございます。 

 ２項県補助金２目地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）１２万３,０００

円の減額は、当該事業の実績見込みに伴います負担割合分を減額するものでございま

す。 

 ３目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）４５万円の増額は、

こちらも該当事業の実績見込みの増額に伴いまして、負担割合分を追加するものでご

ざいます。 

 ８款繰入金１項一般会計繰入金１目介護給付費繰入金１７１万７,０００円の増額

は、保険給付費の増額に伴う負担割合分を追加するものでございます。 

 ２目その他一般会計繰入金２０３万９,０００円の減額は、事務費の減額見込みによ

り減額をさせていただくものでございます。 

 ８５ページをお願いをいたします。４目地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任

意事業）１１７万８,０００円の増額につきましても、事業の実績見込みに伴う負担割

合分を増額するものでございます。 

 ５目の低所得者軽減対策公費負担繰入金９２万９,０００円の減額は、低所得者保険



- 49 - 

料軽減負担分の交付決定に伴い減額をさせていただくものです。 

 ６目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）４４万８,０００円の

増額は、こちらも、該当事業の実績見込みに伴いまして負担割合分を追加するもので

ございます。 

 ２項基金繰入金１目介護給付費準備基金繰入金１０６万５,０００円の増額は、給付

費の増額見込みなどにより、第１号被保険者の負担分として徴収している保険料収入

に不足が生じることから追加をするものでございます。 

 １０款諸収入３項雑入６目返納金１９万５,０００円の増額は、不当利得による介護

報酬の返還金、所得更正等に伴う介護給付費の返還金を追加するものでございます。 

 ８６ページをお願いをいたします。歳出の部でございます。１款総務費１項総務管

理費１目一般管理費９５万円の減額については、地域包括支援センター事業における

人件費等の実績見込みによるものでございます。 

 ２項徴収費１目賦課徴収費５４万４,０００円の減額は、保険料の徴収に係る事務費

の実績見込みによるものでございます。 

 ３項認定審査会費１目認定審査会費４１万７,０００円の減額は、審査会委員の報酬

費等の実績見込みによるものでございます。 

 ２目認定調査等費３９万４,０００円の減額は、認定調査における主治医意見書の実

績見込みによるものでございます。 

 ４項運営協議会費１目運営協議会費１１万２,０００円の減額は、会議開催日数が減

ったことに伴う委員報酬の不用分によるものでございます。 

 ２款保険給付費１項介護サービス等諸費１目居宅介護サービス給付費１,５６９万

８,０００円の減額。その下、３目の地域密着型介護サービス給付費１,６２２万９,

０００円の減額、５目の施設介護サービス給付費４,２１２万４,０００円の増額、９

目居宅介護サービス計画給付費１７９万７,０００円の減額。以上は、それぞれのサー

ビス実績に見込みにより、補正をお願いするものでございます。 

 ２項介護予防サービス等諸費１目介護予防サービス給付費１５１万２,０００円の

増額、３目地域密着型介護予防サービス給付費１３万９,０００円の増額、７目介護予

防サービス計画給付費７２万５,０００円の増額、予防サービス実績の見込みによるも

のでございます。 

 ３項でございます。３項高額介護サービス等費１目高額介護サービス費２１９万５,
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０００円の増額、５項のその他諸費１目審査支払手数料１万１,０００円の増額は、実

績見込みによるものでございます。 

 ６項特定入所者介護サービス等費１目特定入所者介護サービス費４３１万８,００

０円の増額は、令和３年８月に制度改正があったことに伴う実績見込みによるもので

ございます。 

 ４款でございます。４款地域支援事業費２項包括的支援事業・任意事業６目任意事

業費１５８万円の増額は、介護用品備品購入事業、おむつの助成でございますが、増

額によるものでございます。 

 ７目在宅医療・介護連携推進事業費９万円の減額は、医・歯・薬連携会議の開催日

数が減ったことに伴います医師等への報償費の不用分によるものでございます。 

 ９目認知症総合支援事業７４万円の減額は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

に伴いまして、事業の縮小、研修会の中止等に伴う実績見込みによるものでございま

す。 

 １０目地域ケア会議推進事業費８万８,０００円の減額は、会議の中止に伴う委員へ

の報償費の不用分によるものでございます。 

 続いて、９０ページをお願いをいたします。３項介護予防・生活支援サービス事業

費１目介護予防・生活支援サービス事業費（第１号事業）でございますが、４５６万

９,０００円の増額は、総合事業の給付実績見込みによるものでございます。 

 ２目の介護予防ケアマネジメント事業費２９万８,０００円の減額は、総合事業対象

者へのケアプラン作成の実績見込みによるものでございます。 

 ４項一般介護予防事業費１目一般介護予防事業費６８万６,０００円の減額は、新型

コロナウイルス感染症拡大に伴う出前講座等の中止に係る実績見込みによるものでご

ざいます。 

 ５項その他諸費１目審査支払手数料８,０００円の増額は、利用件数の実績見込みに

よるものでございます。 

 ６款諸支出金２項基金積立金１目介護給付費準備基金積立金２８万３,０００円の

減額は、国からの特別調整交付金及び低所得者保険料軽減負担金の過年度分の会計処

理によるものでございます。 

 次のページ、９２ページにつきましては、補正後の特別職給与費明細書でございま

す。 
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 ９３ページから９５ページにつきましては、補正後の一般職給与費明細書でござい

ます。 

 以上で、令和３年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）についての説

明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（村田 定君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。１１番、瀧

 すみ江君。 

○１１番（瀧 すみ江君）  １１番、瀧です。私は、ちょっと介護サービス等諸費の

ところで質問させていただきます。 

 これ見ますと、施設介護サービス給付事業が４,２１２万４,０００円が増額になっ

ていて、それから、あとそれぞれ居宅介護サービスとか地域密着型サービスは１,５０

０万とか１,６００万ぐらいの単位でマイナスになってるんです。それで、今度の４年

度の当初予算を見させてもらっても、その増額というのは、施設介護サービスのほう

が、この３年度より増額になっていたりしますね。どういう傾向があるのかという状

況について、この補正予算上で構いませんので、答弁をお願いします。 

○議長（村田 定君）  福祉課長。 

○福祉課長（田中孝幸君）  今ほどの瀧議員の御質問の８７ページ、介護給付費の介

護サービス等諸費の各サービスごとの施設におけます増減という部分の考え方という

か、計上の理由につきまして御説明させていただきます。 

 御承知のように、介護保険のほうは３年ごとに計画を立てておりまして、この令和

３年度につきましては、第７期計画の初年度ということになります。その計画を立て

ました、計画上の各給付費に基づいて、この各サービス給付費を当初予算は計上させ

ていただきました。そうした中で、今の現状の各サービスを積み上げ、そしてまた見

込みを出した結果、今回の補正の内容というようになったものでございます。 

 以上です。 

○議長（村田 定君）  １１番、瀧 すみ江君。 

○１１番（瀧 すみ江君）  これは全く私の臆測というか推測なんですけれども、つ

まり、施設介護サービスのほうが多くなってきているというのは、介護度の重度化と

いうのに進んでいるのかどうなのかということを思うわけですけど、どうなのでしょ

うか。 

○議長（村田 定君）  福祉課長。 
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○福祉課長（田中孝幸君）  施設介護サービス費のほうが増えておるという部分につ

きましては、ここのサービス内容的には、特別養護老人ホームの経費、そして、また

老健施設の費用もここに入っておりますので、家族介護の部分と、そして、またここ

の施設での介護のほうのバランスを見ながら、それぞれがケアマネさんに相談しなが

ら対応されているという状況ではありますが、施設につきましては、やっぱり空きが

ないことには利用できないという関係もございます。そして、また町内には、地域密

着型は１施設ありますが、ほか等は広域型ということにもなりますので、その辺、小

さい町においてはなかなか利用を、うまく入れたところによりますと、給付が伸びて

いる時期等もございますので、なかなかこの辺の管理をしていくのは難しいという状

況でございます。 

○議長（村田 定君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。初めに反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  次に賛成討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第６号を採決します。本案は原案のとおり決定に賛成の諸君の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（村田 定君）  全員起立であります。よって、議案第６号 令和３年度愛荘

町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（村田 定君）  日程第２４、議案第７号 令和３年度愛荘町下水道事業会計

補正予算（第３号）を議題にします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。建設・下水道課長。 

○建設・下水道課長（羽田順行君）  それでは、議案第７号 令和３年度愛荘町下水

道事業会計補正予算（第３号）につきまして御説明申し上げます。補正予算書の９６
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ページをお開きください。この下水道の補正でございますが、決算見込みの精査によ

る補正を行ったものでございます。 

 第１条、令和３年度愛荘町下水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 第２条、令和３年度愛荘町下水道事業会計補正予算第３条に定めた収益的収入及び

支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 

 まず、収入、第１款下水道事業収益です。既決予定額が１２億１,５１６万円、補正

予定額１,２９５万５,０００円の減額、計１２億２２０万５,０００円でございます。 

 支出です。第１款下水道事業費用既決予定額１０億５,９７４万２,０００円、補正

予定額１,２７７万５,０００円の減額、計１０億４,６９６万７,０００円でございま

す。 

 次に、９７ページを御覧ください。第３条、令和３年度愛荘町下水道事業会計予算

第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 

 第１款資本的収入既決予定額５億５,９３４万２,０００円、補正予定額２,７３３万

９,０００円の減額、計５億３,２００万３,０００円でございます。 

 支出です。第１款資本的支出既決予定額８億７,１８７万６,０００円、補正予定額

２,７３３万８,０００円の減額、計８億４,４５３万８,０００円でございます。 

 この２条、３条の内訳について御説明申し上げます。９８ページをお開きください。 

 第２条関係の収益的収入及び支出でございます。収入、第１款下水道事業収益とし

て、補正予定額１,２９５万５,０００円の減額となりますが、その主な説明としまし

て、１項営業収益１目下水道使用料１節下水道使用料でございます。１,６２９万９,

０００円の追加。 

 次に、２項営業外収益２目他会計補助金１節他会計補助金２,９５１万８,０００円

の減額となります。これは一般会計の繰入金でございます。 

 次に、９９ページを御覧ください。支出です。第１款下水道事業費用補正予定額１,

２７７万５,０００円の減額です。主な説明ですが、１項営業費用２目総係費３３０万

１,０００円の減額でございます。事業実績の精査による減額でございます。 

 次に、２項営業外費用２目消費税及び地方消費税１節消費税及び地方消費税３６７

万９,０００円の減額。消費税の確定申告及び消費税中間申告、納付による差額を減額

するものでございます。 
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 次に、１００ページのほうをお開きください。第３条、資本的収入及び支出でござ

います。収入、第１款資本的収入として、補正予定額２,７３３万９,０００円の減額

となりますが、その主な説明としまして、１項企業債１目建設改良費等企業債２,４７

０万円の減額でございます。その内訳としまして、１節公共下水道事業債１,８３０万

円の減、２節流域下水道事業債５５０万円の減、３節資本費平準化債の減、９０万円

となります。 

 次に、１０１ページを御覧ください。支出です。第１款資本的支出補正予定額２,

７３３万８,０００円の減額です。主な説明ですが、１項建設改良費１目管渠築造費２,

１３８万５,０００円の減額です。その内訳としまして、１節委託料３３８万５,００

０円の減、２節工事請負費１,８００万円の減といたしました。 

 少し戻っていただきまして、９７ページのほうをお開きください。中段、企業債の

補正、第４条でございます。令和３年度愛荘町下水道事業会計予算第５条に定めた起

債の限度額を次のとおりと変更します。 

 公共下水道事業債、既決予定額３,１００万円、補正予定額１,８３０万円の減、計

１,２７０万円。 

 流域下水道事業債、既決予定額６,９１０万円、補正予定額５５０万円の減、計６,

３６０万円。資本費平準化債、既決予定額２億８,３７０万円、補正予定額９０万円の

減、計２億８,２８０万円でございます。 

 第５条は、下水道事業の営業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金

額とし、４億８,７９５万４,０００円とするものであります。 

 添付資料としまして、１０２ページにはキャッシュフローの計算書、１０３ページ

には予定貸借対照表を添付しております。 

 以上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（村田 定君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。初めに反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  次に賛成討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 



- 55 - 

○議長（村田 定君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第７号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（村田 定君）  起立全員であります。よって、議案第７号 令和３年度愛荘

町下水道事業会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（村田 定君）  暫時休憩をいたします。再開は午後１時１０分といたします。 

休憩 午後０時０４分 

再開 午後１時１０分 

○議長（村田 定君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎議案第８号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（村田 定君）  日程第２５、議案第８号 令和４年度愛荘町一般会計予算を

議題にします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。経営戦略課長。 

○経営戦略課長（生駒秀嘉君）  それでは、議案第８号 令和４年度愛荘町一般会計

予算を説明をさせていただきます。別冊の令和４年度予算書、ブルーの表紙でござい

ますけれども、それとともに、別冊、令和４年度当初予算の概要というのがございま

す。２つ用いまして、説明をさせていただきます。 

 まず最初、ブルーの表紙でございます。予算書のほうからお願いをしたいと思いま

す。１ページでございます。概略を申します。 

 令和４年度愛荘町の一般会計予算は、次に定めるところによります。 

 歳入歳出の予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１０億９,

４００万円と定める。 

 ２項、予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額については、第１表 歳入歳出予

算書によります。 

 債務負担行為につきましては、第２条でございます。地方自治法第２１４条の規定

により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、第２表 債務負担行為

によります。 
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 地方債でございます。第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすこ

とができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法について

は、第３表の地方債によります。 

 一時借入金でございます。第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による

一時借入金の借入れの最高額は５億円と定める。 

 歳出予算の流用でございます。第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規

定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用というところでございます。 

 続きまして、２ページ、歳入歳出予算書となってございます。御覧いただきたいの

は、８ページのほうをよろしくお願いをしたいと思います。 

 第２表 債務負担行為でございます。事項といたしまして、４つございます。 

 まず、１つ目でございますけれども、滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資

金保証債務損失補償、期間につきましては、令和５年度から令和１６年度までとなっ

てございまして、限度額につきましては、実質損失額の１０分の８について、１２０

万の範囲内でその損失を補償するとなってございます。 

 ２つ目でございます。いのち支え愛プラン（第２期）策定業務、令和５年度の期間

となっておりまして、限度額が２２０万４,０００円でございます。農業振興地域整備

計画策定業務、令和５年度、３９１万６,０００円。 

 ４つ目、豊郷町建設事業負担金、令和５年度、６,６００万円となってございます。 

 続きまして、９ページの第３表 地方債でございます。起債の目的から６つござい

ます。上からでございますけれども、臨時財政対策債、限度額が１億４,３００万。合

併特例債４億４,４７０万。公共事業等債４,５３０万。地方道路等整備事業債４億１,

５１０万。緊急自然災害防止対策事業債４,４００万。学校教育施設等整備事業債４億

５,９７０万。合計といたしまして、１５億５,１８０万となってございます。 

 いずれにしましても、起債の方法は証書借入、利率については５.０％以内となって

ございまして、償還の方法については記載のとおりでございます。 

 次、１０ページでございます。歳入歳出予算事項別明細書となってございますけれ

ども、この部分については、令和４年度の当初予算の概要書により説明をさせていた
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だきたいと思います。 

 それでは、令和４年度の当初予算概要のほうを御覧いただきたいと思います。 

 まず、１ページでございます。１つ目、令和４年度当初予算の考え方をお示しをさ

せていただいております。令和４年度は、第２次愛荘町総合計画前期基本計画の最終

年でありまして、総合計画に掲げるめざすまちの姿「愛着と誇り。人とまちが共に輝

くみらい創生のまち。」の実現に向けまして、重点戦略であります「ひとづくり」「し

ごとづくり」「まちづくり」の３つのプロジェクトの推進に必要な施策に対し、重点的

に予算を配分いたします。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、ウィズ

コロナ下での社会経済活動の再開に向けた対応と、次なる危機への備えを引き続き図

るなど、地域の実情に応じた効果的、効率的できめ細かな施策を国の補正予算等を活

用しながら講じることといたします。 

 未来を担う人材の育成に向けまして、子供たちが基礎的な学力を身につけ、自らの

目標に向かって将来を切り開いていける力を養うための教育環境の充実、ＧＩＧＡス

クール構想のもと、タブレット端末などを活用したＩＣＴ教育を推進するとともに、

安心して子供を産み育てることができるよう、子供、子育て、家庭を社会全体で支援

する施策を推進をさせていただきます。 

 健康寿命の延伸のため、健康で自立、自活した生き方に意識を向けた取組を推進を

します。また、安心、安全なまちづくりの実現に向けまして、計画的な道路整備を進

めるとともに、管理不全な空き家等の適正管理をはじめ、移住施策等と連携した空き

家、空き店舗対策を促進し、居心地が良く歩きたくなるまちづくりの具現化に向けた

取組を推進させていただきます。 

 さらに、ＩＣＴ等様々な情報媒体や愛荘町ふるさと大使を効果的に活用させていた

だいて、愛荘町の魅力を町内外に発信する施策を行いまして、自主財源を確保するた

め、返礼品や寄付目的等に創意工夫を凝らして、ふるさと納税額のアップにつながる

取組を行うとともに、町のＰＲにもつなげていきたいと考えております。 

 地域生活において、自治会組織の果たす大きな役割に鑑みまして、近隣住民が顔を

合わせて言葉を交わせる地域の構築や活性化に向けた施策を推進します。 

 以上、予算化に向けての考え方とさせていただいているところでございます。 

 続きまして、概要書の２ページをお願いをいたします。２番のところで、当初予算

規模というところの説明をさせていただきます。一般会計予算につきましては、先ほ
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ども言わさせていただいたように、１１０億９,４００万円となってございます。前年

度当初予算と比較しますと１１億２,５００万円、１１.３％の増加となってございま

す。一般会計と特別会計を合わせた予算規模は１４７億５,０５３万８,０００円とな

ってございまして、前年度予算と比較いたしますと１２億８,３５２万円、９.５％の

増加となってございます。 

 下水道事業会計は１８億６,０８４万５,０００円で、総予算規模は１６６億１,１３

８万３,０００円となってございます。 

 続きまして、１ページ飛びまして、４ページのほうをお願いをいたします。ここか

らが一般会計歳入歳出の概要となってございます。 

 まず、（１）歳入、町税でございますけれども、令和４年度の町税は２９億７,９６

２万円、前年度対比といたしまして０.７％、２,２１４万１,０００円の増を見込んで

おります。 

 個人町民税は１０億１,０４９万円となってございまして、前年度対比２.６％、２,

５５６万７,０００円の増となってございます。 

 法人町民税は１億９,６９３万円となってございまして、前年度対比５.７％の減、

１,１９１万円の減となってございます。固定資産税は、土地、家屋及び償却資産を合

わせまして１５億４,４００万円で、前年度対比０.１％、１００万円の増となってご

ざいます。 

 軽自動車税は、種別割と環境性能割を合わせまして８,８２０万、前年度対比１５.

０％、１,１４８万４,０００円の増となってございます。 

 たばこ税につきましては１億４,０００万円で、前年度対比２.８％の減、４００万

円の減と見込んでおります。 

 下の表につきましては、前年度との比較表となってございます。 

 続きまして、５ページについては町税の年度別の推移を上げさせていただいている

ところでございます。 

 続きまして、６ページをお願いをいたします。こちらにつきましては、収入一覧と

なってございます。 

 まず、上からでございますけれども、町税というところで、増減を中心に説明させ

ていただきます。前年度対比で２,２１４万１,０００円、０.７％の増となってござい

ます。先ほどの資料からの部分でございます。 
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 次、２つ目の地方譲与税からずっと下へ行きまして、地方特例交付金までの部分に

つきましては、国の地方財政計画及び滋賀県全体収入の推計等に基づいて積算をさせ

ていただいておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 地方交付税につきましては１億２,０００万円の増、率でいきますと５.２％の増と

なってございます。 

 ３つ飛ばしまして、国庫支出金でございますけれども、２億６,１６１万９,０００

円、２４.６％の増となってございます。 

 ７ページに概略が上がっております国庫支出金の増の理由ですけれども、愛知中学

校等大規模増改築事業の財源である学校施設環境改善交付金または新型コロナウイル

スワクチン接種事業の財源であります体制確保事業補助金、接種事業負担金、それと

町道愛知川栗田線、道路改良事業の財源であります社会資本整備総合交付金の増によ

りまして増額となってございます。 

 続きまして、その下の県支出金でございます。８,５２２万９,０００円の増という

ことで、１３％増となってございます。これの理由につきましては、西部地域土地改

良事業の財源であります土地改良事業補助金（西部地域）また、参議院議員・県知事・

県議会議員選挙事業の財源であります市町交付金の増等によります増額となってござ

います。 

 ２つ飛びまして、繰入金につきましては４億５,３８６万４,０００円、１０４.５％

の増となってございます。 

 一番下の地方債につきましては、１億７,０３０万ということで１２.３％増となっ

てございまして、その説明といたしまして、合併特例債、学校教育施設等整備事業債

を活用した中学校の大規模増改築事業、公共事業等債・地方道路等整備事業債を活用

した町道愛知川栗田線の道路改良事業、緊急自然災害防止対策事業債を活用した歌詰

橋耐震補強工事等に係ります増ということの前年度増となってございますので、よろ

しくお願いをしたいと思います。 

 続きまして、８ページのほうをお願いをいたします。（２）歳出、目的別となってご

ざいます。主なものを説明させていただきます。 

 上から２つ目の総務費でございます。増減で説明させていただきます。９,２１１万

５,０００円、７.６％の前年度対比増となってございます。理由につきましては、表

の下の部分でございます。総務費、電算システム開発業務、近江鉄道線活性化再生協
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議会負担金、ネットワークセキュリティ強靱化対応機器購入、会計年度任用職員の増

等によります増額となってございます。 

 続きまして、表の民生費の部分でございます。４,４３０万４,０００円、１.５％の

増となってございます。これにつきましては、障害児施設等給付事業、保育補助者雇

上強化事業費補助金の増等による増額となってございます。 

 続きまして、表のその下の部分、衛生費でございます。７,４３７万７,０００円、

１０.７％の増につきましては、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業、湖東広

域衛生管理組合負担金の増等による増額となってございます。 

 表では、１つ飛ばします。農林水産業費で９,８０２万８,０００円、５８.６％の増

となってございます。これは、西部地域土地改良事業の増によります増額となってご

ざいます。 

 次、１つ飛ばしまして、土木費でございます。２億８２０万７,０００円、１８.９％

の増となってございます。土木費については、町道愛知川栗田線道路改良工事移転補

償費または用地取得費、歌詰橋耐震補強工事に伴う豊郷町建設事業負担金、道路維持

補修工事の増等による増額となってございます。 

 次に、表の１つ飛ばしまして、教育費でございます。５億６,３０２万７,０００円、

２７.４％の増となってございます。これは、御承知のように愛知中学校等の大規模増

改築事業、給食調理・配送等業務、それと、学校用端末リース料等の増によるもので

ございます。 

 次、交際費については、３,４７７万３,０００円で、３.７％の増となってございま

して、これについては学校教育施設等整備事業債、合併特例債等の償還開始に伴う元

金償還の増によるものでございます。 

 以上が歳出の概略説明となってございます。 

 ９ページについては、性質別の歳出となってございます。 

 続きまして、１０ページをお願いをしたいと思います。（３）基金の推移でございま

す。表で御説明をさせていただきます。一般会計、基金の状況でございますけれども、

基金については、御承知のように財政調整基金含めて１３の基金というところでござ

います。 

 合計で説明をさせていただきますと、令和２年度の年度末残高については４６億３,

６９７万８,０００円となってございまして、令和３年度の見込み、これについては３
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月補正後の数字でございます。取崩しについては１億８,０２０万円、積立てについて

は４億８,１１６万７,０００円となってございまして、年度末見込みが４９億３,７９

４万５,０００円となってございます。 

 今回、令和４年度の予算でお願いする部分でございます。取崩しについては、８億

８,８０２万４,０００円。積立てについては１億２,３６１万円。年度末残高見込みに

ついては４１億７,３５３万１,０００円とさせていただいているところでございます。 

 続きまして、１１ページについては、令和４年度予算の特定目的基金を充当する事

業をお示しのほうをさせていただいております。一般会計基金と特別会計基金に分け

て表記をさせていただいております。 

 続きまして、１２ページでございます。基金の年度別残高推移のほうをお示しのほ

うをさせていただいております。また、御確認をよろしくお願いします。 

 １３ページについては、（４）地方債残高の推移ということでございます。これにつ

いても、表のほうで御説明をさせていただきます。一般会計、下水道事業会計、それ

ぞれございまして、一般会計につきましては、令和３年度見込みで年度末残高予定が

１２６億３,２３７万８,０００円となってございます。今回、令和４年度予算という

ところで、借入額が１５億５,１８０万、元金償還額が８億８,６６９万４,０００円と

なってございまして、年度末見込みが１３２億９,７４８万４,０００円というところ

で見込んでおります。 

 下水道事業会計につきましては、３年度の見込みについては７７億８,１９７万７,

０００円。令和４年度の予算でいきますと、借入額が３億２,６２０万、元金償還額が

７億６,７４７万５,０００円、年度末残高見込みが７３億４,０７０万２,０００円と

なってございます。 

 その下の表につきましては、令和４年度に借入れ予定の地方債及び充当先事業とい

うところになってございます。一般会計でございます。 

 １４ページが地方債の年度別残高推移となってございます。 

 それと、１５ページにつきましては、予算編成にするときに用います基礎数値とい

うところでございます。 

 あと、１６ページから２７ページにつきましては、各予算特別委員会におきまして、

各所属長より説明のほうをさせていただくというところでございますので、ちょっと

お願いしたいと思います。ただ、令和４年度の重点施策につきましては、基本的に、
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前年度からの継続事業が主となっておりますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。 

 最後に、予算書を申し訳ないですけれども、もう一度御覧いただきたいと思います。

予算書の１４２ページをお願いをします。 

 予算書の１４２ページから１４７ページまでが給与費明細書となってございます。

１４８ページから１５０ページまでが債務負担行為で、当該年度以降の支出予定額等

に関する調書となってございます。 

 それと、１５１ページについては、こちらは地方債の当該年度末における現在高の

見込みに関する調書となってございますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 以上で、概略のほうを説明をさせていただきました。令和４年度当初予算の概要の

説明とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（村田 定君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。愛荘町議会会議規則第３９条第１項の規定により、議案第８号 令

和４年度愛荘町一般会計予算を予算・決算特別委員会に付託したいと思います。これ

に御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  異議なしと認めます。よって、議案第８号 令和４年度愛荘

町一般会計予算は、予算・決算特別委員会に付託することに決定しました。 

 

◎議案第９号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（村田 定君）  日程第２６、議案第９号 令和４年度愛荘町土地取得造成事

業特別会計予算を議題にします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。人権政策課長。 

○人権政策課長（藤居祐司君）  それでは、議案第９号 令和４年度愛荘町土地取得

造成事業特別会計予算について説明をさせていただきます。予算書の１５２ページを

お願いいたします。 

 令和４年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 
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 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１万円と定める。 

 この事業につきましては、同和対策事業において町が不良住宅等の用地を買取りを

行いまして、区画整理等も実施し、整備した用地の売払い処分を行うものでございま

す。 

 事項別明細書といたしまして、１５７ページをお願いいたします。歳入といたしま

して、１款財産収入１項財産売払収入１目不動産売払収入９,０００円、４款諸収入１

項預金利子１目預金利子１,０００円でございます。 

 １５８ページ、歳出でございます。１款公共事業用地取得事業費１項公共事業用地

取得事業費１目公共事業用地取得事業費９,０００円、３款諸支出金１項繰出金１目一

般会計繰出金１,０００円でございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（村田 定君）  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。愛荘町議会会議規則第３９条第１項の規定により、議案第９号 令

和４年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算を総務産業建設常任委員会に付託した

いと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  異議なしと認めます。よって、議案第９号 令和４年度愛荘

町土地取得造成事業特別会計予算を総務産業建設常任委員会に付託することに決定し

ました。 

 

◎議案第１０号～１２号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（村田 定君）  日程第２７、議案第１０号 令和４年度愛荘町国民健康保険

事業特別会計予算から日程第２９、議案第１２号 令和４年度愛荘町介護保険事業特

別会計予算までを一括議題にします。本案について提案理由の説明を求めます。福祉

政策監。 

○福祉政策監兼ワクチン接種推進室長（森 まゆみ君）  それでは、議案第１０号 

令和４年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算について御説明申し上げます。予算

書の１５９ページをお開きください。 
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 令和４年度愛荘町の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによるも

のでございます。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８億８,６００

万円と定めるものでございます。 

 第２条では、歳出予算の流用について定めるものでございます。 

 以下、歳入歳出予算の詳細につきましては、教育民生常任委員会におきまして、所

管課長から御説明をさせていただきますので、私のほうからは、概要のみ御説明申し

上げます。令和４年度当初予算概要の２７５ページをお開きください。 

 まず、事業の目的と事業概要でございます。国民健康保険制度は、国民皆保険体制

を実現するための医療保険における最後のセーフティーネットの役割を担っておりま

す。平成３０年度からは、滋賀県が国民健康保険事業の財政運営の責任主体として、

安定的な財政運営や事業運営の中心的な役割を担っており、医療給付や介護納付金な

どを支払い、その財源としては、国や県の公費と市町からの納付金により運営をされ

ております。町では、県が定めた納付金を納めるために、県から示された標準保険料

率を参考に保険税率を決定し、賦課徴収を行うほか、地域に密着した事業を行ってお

ります。 

 令和４年度は、県への納付金が減額となりましたが、県下保険料率の統一化を令和

６年度以降の早い時期を目標とされていることから、今後大きく税率が引き上げられ

ていく可能性があり、国民健康保険事業の運営に関する協議会の答申を尊重し、保険

税率を維持することといたしました。 

 保健事業では、生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的に、特定健康診査

及び特定保健指導を行っております。第２期データヘルス計画に基づき、さらなる生

活習慣病の発症予防、重症化予防や生活習慣の改善を図ることにより、被保険者の医

療費の抑制、健康寿命の延伸に資するものとして、特定健康診査の受診率の向上、生

活習慣病予防に関する啓発と特定保健指導の充実、高い実施率の維持に努めてまいり

ます。 

 本予算につきましては、被保険者数３,７０９人で見込み、歳入歳出とも前年度比較

１億１,１３７万７,０００円の増額しました１８億８,６００万円の予算規模で見込

ませていただきました。 

 主な歳入については、国民健康保険税が３億３,３１７万１,０００円、県支出金が
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１３億９,３５１万３,０００円、繰入金が１億５,４１６万１,０００円となっており

ます。 

 続いて、主な歳出についてでございます。総務費が４,００２万２,０００円、保険

給付費は、滋賀県において試算された医療給付費などにより１３億６,７８９万１,０

００円、納付金においても、滋賀県の試算により４,６１３万２,０００円、保健事業

費は２,９８７万２,０００円となってございます。 

 主な事業としましては、保険給付事業、人間ドック健診費助成事業、特定健康診査

等事業の３つの事業を掲げております。 

 また、予算書のほうでございますけれども、１７６ページは特別職の給与明細書、

１７７ページ以降については、一般職の給与費明細書でございます。 

 続きまして、議案第１１号 令和４年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計予算に

ついて御説明申し上げます。予算書につきましては、１８２ページをお開きください。

令和４年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによるもの

でございます。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億２,２６８万

２,０００円と定めるものでございます。 

 以下、歳入歳出予算の詳細につきましては、教育民生常任委員会におきまして、所

管課長から御説明申し上げますので、私からは概要のみ御説明をさせていただきます。 

 令和４年度当初予算概要の２９６ページをお開きください。 

 まず、事業の目的と事業概要でございます。平成２０年４月より、後期高齢者医療

制度が創設され、保険料の賦課決定や給付業務は、都道府県ごとに設置をされました

広域連合が行い、市町村は特別会計を設けて、保険料の徴収、収納業務と窓口業務を

担っております。 

 全ての加入者に保険料を納めていただきますが、所得が一定以下の人には保険料の

軽減特例がございます。均等割額の軽減割合は７割、５割、２割となっております。

保険料率については、令和４年度、令和５年度を第８期保険料として、滋賀県下では

所得割が８.７％、均等割４万６,１６０円で、賦課限度額を６６万円といたしており

ます。 

 今後も、広域連合と一層の連携を図り、事業運営を進めるとともに、被保険者の目

線できめ細やかな対応に努めてまいります。本予算につきましては、被保険者数２,
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３９９人で見込み、歳入歳出とも前年度比較１,８８１万６,０００円の増額いたしま

した２億２,２６８万２,０００円の予算規模で見込ませていただきました。 

 主な歳入については、保険料は、広域連合の試算により１億６,８６４万５,０００

円、繰入金が５,３８７万２,０００円となってございます。 

 続いて、主な歳出についてでございますが、総務費が８７０万７,０００円、広域連

合納付金は、保険料と保険基盤安定分の合算により２億１,３８１万５,０００円とな

っております。 

 主要な事業といたしましては、一般管理事業、徴収事業、保険料等負担金事業の３

事業を掲げております。また、予算書でございますけれども、１９２ページ以降につ

きましては、一般職の給与費明細書でございます。 

 続きまして、議案第１２号 令和４年度愛荘町介護保険事業特別会計予算について

御説明を申し上げます。予算書は１９７ページになります。 

 令和４年度愛荘町介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによるものです。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５億４,７８４

万６,０００円と定めるものでございます。 

 第２条では債務負担行為、第３条では歳出予算の流用について定めているものでご

ざいます。こちらにつきましても、歳入歳出予算の詳細につきましては、教育民生常

任委員会におきまして、所管課長から御説明を申し上げます。 

 私のほうからは、概要のみ御説明させていただきます。概要書の３０３ページをお

開きください。 

 まず、事業の目的と事業概要でございます。第８期介護保険事業計画では、第６期

及び第７期計画の取組を引き継ぎ、愛荘町ならではの地域共生社会の実現に向けて、

２０２５年、さらには２０４０年を見据えた地域包括ケアシステムの深化、推進に取

り組んでまいります。介護予防活動については、引き続き充実していくこととし、１

つ目に、中年層からの切れ目ない介護予防活動の普及、２つ目に、認知症施策と医療・

介護連携の総合的推進、３つ目に、地域での交流・支え合い活動の促進、以上の３つ

を重点目標に掲げ、限られた資源を有効に活用し、施策と事業を展開してまいります。 

 令和４年度は、第８期、介護保険事業計画の２年目であり、新型コロナウイルス感

染症の終息が見えない中ではございますが、計画目標を達成できるよう、感染防止対

策を講じながら、着実に事業を展開してまいります。 
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 第８期介護保険事業計画では、１、介護予防の充実、２、認知症施策の推進、３、

在宅介護支援の充実、４、医療・看護・介護の連携強化、５、地域における生活支援・

見守り体制の充実、６、生きがいづくりと余暇活動の充実、７、包括的な支援体制の

構築、以上の７つの施策に基づき、事業を展開してまいります。 

 団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を見据え、住み慣れた地域で、できる限

り自立した生活が送れるよう、支援体制の深化、推進を図るとともに、要介護状態に

なることを予防するための活動に力を入れてまいります。 

 本予算につきましては、前年度比較２,８３２万７,０００円増額をいたしまして、

１５億４,７８４万６,０００円の予算規模で見込ませていただきました。主な歳入に

ついては、保険料が３億３,５８３万５,０００円、国庫支出金が３億４,６６１万８,

０００円、支払基金交付金が３億８,９４２万９,０００円、県支出金が２億１,４９７

万５,０００円、繰入金が２億６,０９３万２,０００円となってございます。 

 歳出でございますが、総務費が４,５１２万９,０００円、保険給付費は１４億１,

０２１万３,０００円、地域支援事業費は９,１４８万２,０００円となってございます。 

 また、予算書の２２２ページは、特別職の給与費明細書、２２３ページ以降につい

ては、一般職の給与費明細書でございます。 

 以上で、３つの特別会計についての御説明を終わらせていただきます。よろしく御

審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（村田 定君）  これより議案第１０号に対する質疑を行います。１１番、瀧

 すみ江君。 

○１１番（瀧 すみ江君）  １１番、瀧です。今、説明がありましたように、その概

要の説明の中の説明をされたわけですけれども、その中で令和６年度以降の早い時期

を目標として県下保険料率の統一化が行われるということが書いています。そして、

県から示された標準保険料率を参考に、市町の保険料、保険税率を決定するとも書い

てあります。こういうことは、本当に今までと違って大きなこと、そして、統一化と

いうことになれば、この私たちのような小さい町は、ここに書いていますように、保

険料が引上げになるということが懸念されるわけです。こういうふうに、ここに書い

てあるだけじゃなくて、こういうことにならないように町として努力していただかな

いと、本当に大変なことになると思います。 

 ですから、お聞きしたいのは、標準保険料率がどうなっているのかということ、そ
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して、それに参考にして市町の保険税率を決定するというんですけど、どういうふう

に考えておられるのか。 

 そして、求めたいことは、統一化ということになって、そういう前に市町の独自性

が発揮されるという、そういうことをやっぱり県に実行してもらうように、町として

しっかり働きかけていただきたいということを思いますけれども、答弁をお願いいた

します。 

○議長（村田 定君）  住民課長。 

○住民課長（阪本 崇君）  今、御質問いただいた件でございます。 

 まず、令和６年度以降の早い時期ということで今、県の運営方針のほうがなってお

ります。そういった中で、各市町の中で、滋賀県の各市町、寄り添った中で、どうい

った意見があるのかとか、今現在も調整しているところでございますので、６年度以

降の早い時期という部分については、明確にまだ示されてはないですけども、各市町

の意見の中で、県統一化に目指して調整をしているというところでございますので、

愛荘町の独自性という部分というのがどういった部分かというのはちょっと、不透明

なとこはございますけども、滋賀県の中でどういった形がいいのかという部分で調整

を行っておりますので、御理解いただけたらというふうに思っております。 

 それと、県の標準税率というものを参考にということで、税率のほう、決めさせて

はいただいているわけではございますが、今現在の滋賀県が、愛荘町の場合こういっ

た税率だったらいいんじゃないのかという税率を示していただいているものがござい

ますので、それにできるだけ近いような状態で税のほうの決定をしているところでご

ざいますので、参考にするというような形にはなってはおりますけども、愛荘町の今

までの保険税率の推移等も踏まえながら決定している状況でございますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（村田 定君）  １１番、瀧 すみ江君。 

○１１番（瀧 すみ江君）  １１番、瀧 すみ江、今そう答弁いただきましたけれど

も、やはりちょっと私の感想として、今お聞きした感想としては、結局、県がするこ

とだからまだ分からないし、町としてはそれに従うしかないというような意味に聞こ

えますので、やはりまだこれから何年か後になりますので、町として町民の負担が増

えないように、そういうことを、そこの話合いの場所に出向いているのは行政なんで

すから、その場所で町民の負担の増えないように意見を言っていただいて、それでや
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はりそういうふうに、独自性が持っていっていただきたいということを要請させてい

ただきたいと思いますので、答弁をお願いします。 

○議長（村田 定君）  住民課長。 

○住民課長（阪本 崇君）  今の御質問でございます。誤解があったかというふうに

思いますが、私のほうが、県の統一化に向けて、各市町が今現状として調整をしてい

る状況ということでございますので、県が全てを進めているというわけじゃございま

せんので、そこは御理解いただけたらなというふうに思います。 

 現状、１９市町が１つの国保の主体として、今後、予定されているわけでございま

すので、各市町の意見を調整している中で今、進んでおりますので、愛荘町だけの意

見が通る、通らないという部分についてはなかなか難しいのかなというふうに思いま

すので、その点も御理解いただけたらというふうに思います。 

○議長（村田 定君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第１１号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１２号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。１１番、瀧 す

み江君。 

○１１番（瀧 すみ江君）  １１番、瀧です。こちらも、先ほど提案していただきま

した説明文書がありますので、そこに基づいて質疑させていただきます。コロナ禍で、

認知症に対する取組を今まで以上に強力に進める必要があるということで、３つの重

点目標を掲げておられて、それに対する施策と事業を展開するというふうに書かれて

るんですけれども、その中の①のほうなんですけど、中年層からの切れ目ない介護予

防活動の普及となっております。これは一文で、文章で表したらこれだけのことなん

ですけれども、でもこのことを実践していくというのは物すごい大変なことだと思い

ます。切れ目のないですから、引き続き、それを多くの全町民に対してという意味か

と思いますけれども、中年層からですから、すごく本当に、これができるのかどうか

というふうなことを思うわけですけれども、これに対する見解というか、どういうふ

うにしていかれるというふうな計画について、答弁を求めます。 
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○議長（村田 定君）  福祉課長。 

○福祉課長（田中孝幸君）  今ほどの瀧議員の中年層からの介護予防の部分について

の考え方という部分を御説明させていただきます。 

 介護保険の事業につきましては、６５歳で１号被保険者という部分で、そこから基

本的に介護予防という部分を始めるという意識が今、根強くあります。 

 しかしながら、６５歳になってすぐ介護予防を始めるのではなくて、それまでにし

っかりと自分の健康を守っていく、また、介護保険のほうの２号被保険者としまして

は、４０歳から保険料のほうを医療保険と一緒の形で頂いておるという部分もござい

ますので、しっかりと自分の健康をまず、そこの中で、一般的にはメタボ予防等が大

きな起因するということも言われておりますので、その辺の啓発をしっかりとした中

で、将来、自分が６５歳以上になっても健康でいられるような体づくりをしっかりと

啓発していきたいと考えておりますし、また、そういう高齢者の福祉計画と一緒にな

っておりますので、そういう元気な高齢者の方については、また、高齢者を支えてい

く側にもなっていただきたいという考えを持ちながら進めていきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（村田 定君）  １１番、瀧 すみ江君。 

○１１番（瀧 すみ江君）  瀧です。今言われていたことはよく分かるんですけれど

も、実践するにはもう少し弱さがあるのではないかと思います。具体的に何をするか

ということが必要で、ここに、私はこの切れ目のないというのはすごく難しいことだ

と思うんです。ですから、今まで悠々教室というのもありましたけれども、それもか

なり、中年層からじゃないですね、そういう介護予防教室って。かなり、６０以上か

どうだったかちょっとあれですけど、ちょっと覚えないですけど、６０から６５か、

そのぐらいの人から上の方に、そういう教室もあったりするんですけれども、啓発と

いっても、すごく言うたら曖昧なものがある。言ってもしてくれるかどうか、それが

予防につながるかどうかというのはとてもあると思います。ですから、やはり行政の

ほうが何か行動を起こさないといけないのではないかと思いますけれども、そういう

面において、この４年度からは第９期計画の準備、策定事業ですか、にかかるという

ことも言われていますし、やはり次の期の計画を見越した行動というか、実践をして

いかないと、とても目的にはかなったものにならないと思いますので、それについて
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も、どのようなお考えか答弁を求めます。 

○議長（村田 定君）  福祉課長。 

○福祉課長（田中孝幸君）  具体的な事業の内容について御説明させていただきます。

第８期の計画での健康づくりの事業としましては、今現在計画でしておりますのは、

４つございます。これは他課との連携も踏まえた事業でございます。 

 まず１つ、健康推進課さんとの連携によります噛むＣＯＭＥ＋１０の推進事業で、

しっかりと噛んで食事をして栄養をしっかり取っていく部分の事業。また、健康教育、

健康ライブラリーということで、健康の情報をしっかりと自分で身につけていただく

ような形で、図書館とのコラボした事業。また、健康相談とか栄養相談の事業。そし

て、スポーツを通じた心と体の健康づくり事業ということで、世代を超えたスポーツ

を通じて心と体の健康づくりを図っていくということを進めていくように計画して、

しておりますので、その辺を中心に進めてまいりたいと思っております。 

○議長（村田 定君）  ほかに質疑ありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  これで質疑を終わります。 

 お諮りします。愛荘町議会会議規則第３９条第１項の規定により、議案第１０号 令

和４年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算から議案第１２号 令和４年度愛荘町

介護保険事業特別会計予算までを教育民生常任委員会に付託したいと思います。これ

に御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  異議なしと認めます。よって、議案第１０号 令和４年度愛

荘町国民健康保険事業特別会計予算から議案第１２号 令和４年度愛荘町介護保険事

業特別会計予算までを教育民生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

◎議案第１３号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（村田 定君）  日程第３０、議案第１３号 令和４年度愛荘町下水道事業会

計予算を議題にします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。建設・下水道課長。 

○建設・下水道課長（羽田順行君）  それでは、議案第１３号 令和４年度愛荘町下

水道事業会計予算につきまして御説明申し上げます。予算書２２８ページ、予算概要
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３３８ページとなります。 

 まず初めに、予算概要のほうで説明のほうをさせていただきます。３３８ページを

お開きください。 

 事業目的と概要でございますが、愛荘町の公共下水道は、平成元年８月に計画決定

し、平成９年４月から順次供用開始を行っております。令和３年度末の普及率は９９.

７％となる見込みでございます。 

 また、下水道事業におきます経理内容の明確化と透明性の向上を図るため、平成３

１年度から公営企業会計方式に変更し、予算執行を図っているところでございます。

現在、公営企業会計が本格稼働し、経営基盤の計画的な強化及び財政マネジメントの

向上に取り組んでいます。今後も、中長期的な経営の基本計画である経営戦略に向け、

経営成績や財政状態を的確に把握し、これらの分析を行ってまいります。 

 それでは、予算書２２８ページのほうをお開きのほう、お願いいたします。 

 総則につきまして第１条、第２条は業務の予定量、第３条、収益的収入及び支出と

定めております。 

 第３条の収入でございます。第１款下水道事業収益１２億９５７万６,０００円でご

ざいます。 

 支出、第１款下水道事業費用１０億２,２２２万９,０００円でございます。 

 ２２９ページをお開きください。資本的収入及び支出は第４条で定めております。

第１款資本的収入４億９,３９３万６,０００円でございます。 

 支出第１款資本的支出８億３,８６１万６,０００円でございます。この第３条と第

４条の内訳につきましては、総務産業建設常任委員会で説明のほうをさせていただき

ます。 

 ２３０ページを御覧ください。第５条で、それぞれの起債の目的や限度額、起債の

方法、利率及び償還の方法について定めております。 

 一時借入金は第６条で、予定支出の各項の経費の金額の流用は第７条で、議会の議

決を得なければ流用することのできない経費は第８条で、他会計からの補助金は第９

条で定めております。 

 次に、添付資料としまして、２３６ページ、２３７ページでございます。こちらに

つきましては、令和４年度キャッシュ・フロー計算書、２３８ページから２４４ペー

ジには給与費の明細書、２４５ページから２４７ページには令和４年度予定貸借対照



- 73 - 

表、２４８ページに令和３年度予定損益計算書、２４９ページから２５１ページには

令和３年度予定貸借対照表、２５２ページから２５６ページには令和４年度予算実施

計画説明書を添付しております。 

 最後のページ、２５７ページでございます。こちらにつきましては、重要な会計方

式に係る事項に関する注記表となっております。 

 以上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（村田 定君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。愛荘町議会会議規則第３９条第１項の規定により、議案第１３号 令

和４年度愛荘町下水道事業会計予算を所管の総務産業建設常任委員会に付託いたした

いと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  異議なしと認めます。よって、議案第１３号 令和４年度愛

荘町下水道事業会計予算を総務産業建設常任委員会に付託することに決定しました。 

 

○議長（村田 定君）  暫時休憩します。 

休憩 午後２時１２分 

再開 午後２時１２分 

○議長（村田 定君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

○議長（村田 定君）  お諮りします。議提１件が提出されました。これを日程に追

加し、直ちに議題としたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  異議なしと認めます。よって、議提１件を日程に追加し、直

ちに議題とすることに決定しました。 

 

◎議提第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（村田 定君）  追加日程第１、議提第３号 ロシアによるウクライナ侵略を

非難する決議についてを議題にします。 
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 本案についての提案理由の説明を求めます。１３番、辰己 保君。 

〔１３番 辰己 保君登壇〕 

○１３番（辰己 保君）  議員提案、議提を提案させていただきます。 

 議提第３号。愛荘町議会議長、村田 定様。 

 令和４年３月１０日。 

 ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議。 

 上記の議案を、愛荘町議会会議規則第１４条の規定により提出する。 

 提出者、愛荘町議会議員、辰己 保。賛成者、愛荘町議会議員、久保田正利。賛成

者、同小菅久宣。賛成者、同中川喜代和。賛成者、同澤田源宏。賛成者、同村西作雄。

賛成者、同森野 隆。賛成者、同上田太治。賛成者、同髙橋正夫。賛成者、同外川善

正。賛成者、同河村善一。賛成者、同瀧 すみ江。賛成者、同竹中秀夫。 

 裏面に行っていただいて、読みます。 

 ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議。 

 本年２月２１日、ロシアはウクライナの一部であるドネツク人民共和国及びリハン

スク人民共和国の独立を承認する大統領令に署名するとともに、ロシア軍に軍事基地

等の建設、使用の権利を与える友好協力相互支援協定に署名し、両共和国との条約の

批准、自国領域以外での軍隊の使用に関する連邦院決定など、一連の措置を進めた。

そして、同月２４日、ロシア軍はウクライナへの軍事侵略を開始した。そして数日で

ウクライナ全土に攻撃の範囲を広げ、民間人を含む多くの人々の命が奪われており、

在留邦人の生命も危ぶまれる事態となっている。 

 これらは、ウクライナの主権及び領土の一体性を侵害するとともに国際法に違反す

る行為であり、断じて許容できるものではない。また、その影響はヨーロッパにとど

まるものではなく、アジアを含む国際秩序を揺るがす重大な事態であり、本町として

も看過できるものではない。 

 よって、本町議会はロシアのウクライナ侵略に対して厳重に抗議し強く非難すると

ともに、ロシア軍が即時に安全かつ無条件で撤退するよう強く求める。 

 以上、決議する。 

 令和４年３月１０日。 

 滋賀県愛知郡愛荘町議会。 

 どうかよろしくお願いいたします。 
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○議長（村田 定君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わり、討論に入ります。初めに反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  次に賛成討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  これで討論を終わります。 

 これより議提第３号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（村田 定君）  起立全員であります。よって、議提第３号 ロシアによるウ

クライナ侵略を非難する決議については、原案のとおり可決することに決定しました。 

 

◎延会の宣告 

○議長（村田 定君）  お諮りします。本日の会議はこれで延会したいと思います。

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに

決定しました。 

 お諮りします。議事の都合により、３月１１日から３月１６日までの６日間、休会

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村田 定君）  異議なしと認めます。よって、３月１１日から３月１６日ま

での６日間、休会することに決定しました。再開は、３月１７日木曜日、午後１時で

す。 

 本日はこれで延会します。御苦労さまでした。 

延会 午後２時１８分 


